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第４章 推進方策

第１節 いつまでも自分らしく活躍できる健康長寿社会づくり

１ 介護・フレイル予防と健康増進に向けた取組の充実

本県においては、２０４０年には、「高齢化率」が４０％を超えるとともに、「生産年

齢人口」が約５０％まで減少することが想定されています。

「人生１００年時代」を迎え、社会の活力を維持、向上させつつ「全世代型社会保障」

を実現していくためには、高齢者自身が健康であることが大前提であり、とりわけ介護

予防・健康づくりの取組を強化し、「健康寿命の延伸」を図ることが求められています。

（１）ライフコースに応じた健康づくりの推進

本県の健康増進計画である「健康徳島２１」では、生活習慣病対策として、規則

正しい食生活、適度な運動習慣、禁煙などの生活習慣の改善が基本となることから、

県民総ぐるみの健康づくり「健康とくしま運動」を推進しています。

【 現状・課題及び今後の取組 】

① がん

「がん」は今や日本人の２人に１人が罹る可能性があるといわれ、昭和５６年

以来、徳島県における死亡原因の第１位となっています。近年の医療技術の進歩
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や検診による早期発見により、「がん」は治療が可能な病気となってきましたが、

本県の令和４年における、「がん」死亡者数は２,４０３人と、総死亡者の約５人
に１人が「がん」で亡くなっており、依然として「がん」は県民の生命と健康に

とって重大な病気です。

「徳島県がん対策推進計画」に基づき、「がん予防」、「がん医療」及び「がんと

の共生」を３つの柱として、総合的ながん対策を推進します。また、高齢のがん

患者への支援を充実させるため、地域の医療機関やかかりつけ医、訪問看護事業

所等の医療・介護を担う機関、関係団体等と連携し、患者やその家族等の療養生

活を支えるための体制を整備する等、ライフステージに応じた適切な支援が受け

られる体制整備を推進します。

② 循環器疾患

心疾患、脳血管疾患は、それぞれ死因順位の第２位、第４位であり、がんと並

んで県民の主要な死亡の原因となっています。

循環器疾患の予防において重要なのは危険因子（高血圧・脂質異常症・喫煙・

糖尿病）の管理であり、危険因子の管理のためには関連する生活習慣の改善が重

要です。

心疾患や脳血管疾患などの循環器疾患に関して、個々の生活習慣や危険因子、

服薬継続と循環器疾患の関連について理解を深めるための県民全体への啓発を行

うとともに、各地域での実態に応じた医療が受けられるよう、地域医療・保健・

福祉との連携を強化し、適切な医療、福祉サービスが切れ目なく提供される体制

づくりを推進します。

③ 糖尿病

糖尿病の死亡率は、平成５年以来、平成１９年を除く平成２５年まで、２０年

に渡り全国ワースト１位が続いていました。

しかし、平成２６年は「全国ワースト７位」と７年ぶりに１位を脱却、その後、

平成２７年、２８年と３年連続で脱却し、平成２９年から令和元年にかけては、

ワースト１位、２位、１位と悪化しました。その後、令和２年から令和４年は３

年連続でワースト１位を脱却しましたが、死亡率の高い状況が続いています。

糖尿病に代表される生活習慣病は、日常生活での「食事」や「運動」の習慣を

見直すことにより予防できる疾病であり、「食生活の改善」と「運動の習慣化」は、

糖尿病予備群の解消に大きな効果が期待できるものです。

本県では、これまで、糖尿病をはじめとする生活習慣病対策を推進するため、

県民総ぐるみによる健康づくり運動を展開し、県民一人一人の健康意識の向上を
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図ってきましたが、死亡率が高い状況が続いており、今後も更なる対策の推進が

必要です。

具体的には、運動対策として、とくしま健康ポイントアプリ「テクとく」を活

用し、歩数や健康イベントへの参加等により「協賛店での特典等が受けられる健

康ポイント」を付与することにより、運動習慣の定着化・適切な生活習慣の確立

を図ります。

また、個人の健康づくりを効果的に支援するため、短時間で全身を動かせ、肩

や腰をほぐし、良い姿勢と強い足腰を保つ効果のある「阿波踊り体操」を活用す

ることにより、ロコモティブ・シンドローム予防に努めるなど介護予防の推進と

高齢者の社会参加の促進を図ります。

なお、「阿波踊り体操」には認知症予防等の要素を追加するなど、更なる普及啓

発を図っています。

栄養対策では、野菜摂取量の向上を含む個人の食生活を改善するため、野菜摂

取量アップ対策及び食環境づくりに取り組む事業所等（健康づくり推奨店）を増

やすなど、地域における食環境整備を推進します。

さらに、糖尿病患者の重症化・合併症の予防を推進するため、「かかりつけ医」

と「糖尿病専門治療機関等」との間で「糖尿病連携手帳」を活用し、糖尿病患者

が効果的・効率的な治療・指導を円滑に受けられる体制整備の充実を図ります。

加えて、糖尿病性腎症患者のうち、重症化リスクの高い方への取組を推進する

ため、徳島県医師会・徳島県医師会糖尿病対策班・徳島県保険者協議会・徳島県

の４者連携で策定した「徳島県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」により、各

保険者における円滑な事業実施を支援します。

④ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）

ＣＯＰＤは、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患であり、

重症化すると慢性呼吸不全になり、酸素療法の導入も必要となってきます。

本県のＣＯＰＤ死亡率は、令和２年から令和４年まで、３年連続全国ワースト１

位と、全国と比べて高い水準で推移しているため、継続した対策が必要です。

このことから、引き続き、「ＣＯＰＤ」という言葉を広く普及し、早期発見・早

期治療に繋げるため、働き盛り世代から自身の肺年齢に関心を持ち、認知度向上を

図るための「肺年齢測定」等による啓発を進めていくとともに、主な原因であるた

ばこ対策を推進します。
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⑤ 歯・口腔の健康

むし歯や歯周病などによる歯の喪失が大きく影響するオーラルフレイル（口の機

能低下）は、食事や会話にも影響し、低栄養や筋肉量の減少、免疫や代謝機能の低

下、誤嚥等を引き起こし、さまざまな病気にかかりやすくなるだけでなく、認知機

能の低下や生活の質の低下を招くことがあります。

本県では「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例」に基づき「徳島

県歯科口腔保健推進計画」を策定し、歯と口腔の健康づくりの取組を推進しており、

８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する者の割合は５２．３％（令和２年度 ｢歯科

健康診査統計資料｣徳島県歯科医師会）となっています。

県民一人一人が健康な歯と口腔を保ち、健康な生活を送るためには、適切な口腔

ケアの継続実施や、定期的な歯科健診の受診が重要であるため、引き続き、オーラ

ルフレイルをはじめ、歯と口腔の健康と全身の健康との関わりについて啓発を行う

とともに、それを支えるための環境整備や関係機関との連携を推進します。

⑥ 肺炎

肺炎は日本人の死因の第５位であり、また、本県の肺炎死亡率は、令和４年人口

動態統計では全国ワースト３位となっています。日常生活で起こる肺炎の原因菌は、

肺炎球菌が一番多いといわれており、重症化しやすいとも言われています。

また、加齢による嚥下機能の低下により引き起こされる誤嚥性肺炎も、高齢者の

肺炎の原因と言われています。

肺炎球菌については肺炎だけでなく、慢性気道感染症、敗血症、髄膜炎などの肺

炎球菌感染症の原因になりますが、高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種により、肺炎

の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待できます。

本県では、引き続き、市町村はじめ関係機関と連携を図りながら、肺炎予防、ワ

クチン接種等の周知・啓発を推進します。

さらに、誤嚥性肺炎予防についても周知・啓発を推進します。

（２）専門職と連携した介護・フレイル予防の推進

① 「通いの場」の更なる拡充

【 現状・課題 】

高齢者が容易に通える場所で、体操や趣味活動等を行う「住民主体の通いの

場」については、これまでも、「全市町村での普及」や、住民や関係機関が協

働し地域全体で介護予防を推進する体制を支援するための「介護予防のための

地域ケア個別会議を開催する市町村の支援」等重点的に取り組んできたところ

です。
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今後は、こうした取組の更なる加速化を図るとともに、「住民主体を基本」

としつつ、多様な専門職や関係者、事業等と連携し、充実を図ることが重要と

なります。

「通いの場」での

いきいき百歳体操の様子

【 今後の取組 】

「通いの場」の類型化（見える化）を進めるとともに、高齢者のみならず、家

族や現役世代が予防的な意識を持てる周知、広報の強化を図るとともに、引き続

き、感染のリスクには十分に留意しつつも、高齢者自らの健康と地域との繋がり

を維持するために、日頃から「感染予防に配慮した通いの場の取組」を支援する

とともに、感染が拡大した場合の自粛下においても、高齢者が孤立することなく

心身の健康を保つことができる「介護予防」を推進します。

また、高齢期においては、健康状態等の個人差が大きいため、「通いの場」の

取組をより効果的かつ継続的に実施するためにも、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、管理栄養士をはじめとする、医療や介護の専門職の効果的かつ効率的

な関与による、実効性のある取組を実施します。

あわせて、生活習慣病の予防、重症化予防の取組との連携を図り、「高齢者の

保健事業と介護予防の一体的な実施」も踏まえつつ、生活習慣病予防から介護予

防まで継続的に支援することで、要介護状態の発生防止に努めます。
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② 徳島の地域特性を踏まえたフレイル予防の推進

【 現状 】

県民一人一人が、年齢を重ねても自立した生活が維持できる「健康長寿とく

しま」を目指すため、引き続き、要介護状態に至る手前の段階ではあるものの、

早期の対応で機能回復が可能である「フレイル」に着目し、地域の「アクティ

ブシニア」と「医療、介護の専門職」が連携し、「フレイル予防」の３要素、「栄

養・運動・社会参加」の一体的なフレイル予防の推進に取り組んでいます。

具体的には、市町村及び関係機関と連携の上、地域の「アクティブシニア」

による「フレイルサポーター」を養成し、「フレイルチェック」を通じて、お

互いの健康状態を確認し合うなど「高齢者が主役となって取り組むフレイル予

防」を支援しています。また、関係団体と連携し、筋力低下を予防するための

「フレイル予防体操」や「オーラルフレイル」を予防するための「口腔体操」、

低栄養を予防するための「低栄養予防支援ブック」の作成、普及や薬剤師等に

よるポリファーマシー対策などに取り組んでいます。

【 課題及び今後の取組 】

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年、団塊ジュニア世代が高齢者とな

り、高齢者人口がピークを迎える２０４０年を見据えた取組が必要となります。
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２ いきがいづくり・社会参加の促進

本県においては、全国を上回る速度で人口減少・高齢化が進んでおり、県民誰もが、

エイジレス・ライフ（年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとし

た生活を送ること）を実践し、これまでに培ってきた知識や経験、能力を活かし、社会

活動や仕事などを通じて、地域でいつまでも活躍し続けられる社会の実現を目指してい

ます。

その中で、高齢者が高齢期ならではの強みを発揮し、活躍できるよう、社会貢献活動

の充実支援をはじめ学習機会の提供、就労対策の充実等を推進します。

（１）高齢者による地域の活性化

① 老人クラブの活動推進

【 現状・課題 】

若い世代が減少する中で、地域の活力を維持していくために、高齢者に地域を

支える主役として活躍していただくことが期待されています。

「老人クラブ」は地域を基盤とする高齢者の自主的組織です。仲間づくりを通

じて、いきがいと健康づくり、生活を豊かにする活動を行うとともに、地域のた

めの社会活動等に取り組んでいます。スポーツや文化活動のほか、ひとり暮らし

高齢者等の見守り活動や社会参加の促進、交通安全や消費者被害防止の啓発、世

代間交流など、地域を取り巻く様々な問題に対応した活動を行っており、地域の

担い手が減少している中で、その活動の重要性はますます高まっています。

また、「公益財団法人徳島県老人クラブ連合会（愛称：うずしおクラブ徳島）」

では、関係機関と連携し、高齢者の健康づくりや地域貢献、活動促進のための各

種事業の実施や、昭和３４年から続く月刊機関紙「徳島老友新聞」の発行をはじ

めとする広報・普及啓発活動に取り組むなど、地域の老人クラブ活動を支えてい

ます。

一方で、雇用年齢の引上げが進むなど、より幅広く社会参加できるようになり、

老人クラブの会員数は減少傾向にあり、加入促進のための魅力ある活動等も求め

られています。
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② 介護予防リーダー・生きがいづくり推進員の活動支援

ア 介護予防リーダー

【 現状・課題 】

１人でも多くの方が、生涯にわたっていきいきと生活するために、高齢者自

らが積極的かつ主体的に介護予防に取り組むことが重要です。

地域での介護予防活動を推進するため、徳島県老人クラブ連合会と連携し、

「いきいきシニア活動促進事業」を実施し、「介護予防リーダー」の養成やス

キル向上、介護予防リーダーが中心となった活動の場の創設・普及の取組を進

めています。研修カリキュラムについても、「フレイル」予防や介護の実態、

福祉機器についての内容を取り入れるなど、介護予防を取り巻く制度や状況の

変化に合わせて、見直しを行い、取り組んでいます。

● 介護予防リーダーになるには

介護保険制度や介護予防・健康づくりに関するカリキュラムからなる

「介護予防リーダー養成研修」を受講し、認定基準を満たした者を、

介護予防リーダーとして認定する。

● 活動内容

・自ら健康づくり・介護予防に努力

・介護予防の重要性などを普及啓発

家族、近所の方など周りに伝える。

・地域で、健康づくりや介護予防活動を実践

介護予防活動の企画立案や講師役を担う。

自分の興味のあるスポーツや趣味などをテーマに、

できることから取り組む。 介護予防リーダーが講師となった体操教室

【 今後の取組 】

「介護予防リーダー」の継続的な養成を図るとともに、介護予防リーダーの

スキル向上と介護予防リーダーを核とした活動の場づくりを推進します。

また、これらの事業を効果的に推進するために、徳島県老人クラブ連合会が

設置した「介護予防推進評価委員会」において助言を行うとともに、研修への

講師派遣を行います。

さらに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士をはじめとする、

医療や介護の専門職と連携した情報提供や事業展開を支援することで、介護予

防リーダーの更なる活動促進につなげます。





- 55 -

と高齢者個人の特性や希望とのマッチングによる活躍の場の創出に取り組んでい

ます。

引き続き、生きがいづくり推進員等のアクティブシニアが活躍する生涯現役社

会の実現に向けた取組を推進します。

＜リカレント講座の様子＞

④ 高齢者による子育て支援の推進

【 現状・課題 】

現代日本では、ライフスタイルの変化や長く続いた不況の影響による非正規雇

用の増加をはじめ、厳しい労働・雇用環境などを背景に、未婚化・晩婚化、晩産

化が進むとともに、核家族化、地域の人間関係の希薄化により、家庭の中で孤立

した育児が進んでいると言われており、子育てにおける経済的・心理的負担が増

大しています。

子育て世代の孤立化による虐待や放棄、育児ノイローゼの増加が続き、また一

方で高齢者や要保護家庭での孤独死など大きな問題になっています。

共に、身近な地域に話ができる、相談ができる相手、人間関係がないというこ

とが一番の課題であると考えられます。

次代を担う子どもたちの成長には、多様な世代や立場の豊かな人間関係が不可

欠であり、また、親世代にとっても、子育ての知恵や情報の伝達、身近で助けあ

える関係は必要です。

子育てにおける多世代間の交流の重要性が言われており、孤立しがちな子育て

世代と他の世代との交流による、地域交流、まちづくり、地域活性化にも結びつ

く、広い視野での子育て支援へ発展させるために、これからは人生経験の豊富な

シニアの方々のこれまで培ってきた知恵と行動力が一層求められるようになって

います。
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【 今後の取組 】

本県では、子どもたちの成長には、人生経験の豊富な高齢者の子育て参加など

多世代間の交流が重要であることから、次世代育成の支援者として期待される高

齢者による子育て支援を推進します。

保育士の業務負担の軽減や保育の質の向上を図るため、意欲ある高齢者の人材

育成を行うとともに、保育現場への就労を支援する「保育助手」制度や「高齢者

等活躍促進加算」などの活用により、アクティブシニアの保育現場での就労を支

援します。

多世代が関わることができる具体的な機会（子育て広場、保育所、放課後児童

クラブ等で行われる子育て支援活動等）を提供することで、地域における多世代

による子育て支援を推進します。

（２）学習機会の提供

【 現状・課題及び今後の取組 】

高齢者がいきがいを持って豊かな高齢期を創造できるよう、地域の歴史や身近

な防災など様々な知識と実践力を身に付け、卒業後には地域福祉を推進するリー

ダーとして活躍できる人材を育成する「シルバー大学校」や、より専門的で高い

レベルの学習機会を提供する「シルバー大学校大学院」を開講する他、通学が困

難なシニア層等に対し、ケーブルテレビやインターネットも活用し社会貢献活動

を推進する人材を養成しています。

また、生涯を通じた学習機会を提供するため、県民の様々な学習ニーズに対応

した「県民“まなび”拠点」である「徳島県立総合大学校」との連携を図ってい

ます。

今後は、さらに地域の担い手として活躍できる人材育成と活躍の場づくりを推

進するため、社会の動向やニーズに応じたカリキュラムの充実を図ります。

＜シルバー大学校の講義の様子＞ ＜おもてなし外国語講座の様子＞
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（３）高齢者の就労対策の充実

【 現状・課題及び今後の取組 】

少子高齢化が急速に進展し、労働力人口が減少する中、経済社会の活力を維

持するため、より多くの人々が社会保障制度などの支え手となり、その持続可

能性を高めるため、高齢者の知識や経験を経済社会の中で有効に活用すること

が必要です。

就労意欲や能力のある高齢者が、年齢に関わりなく、希望する働き方で働く

ことのできる機会の創出は、高齢期における所得の確保や、いきがいや社会参

加につながることから、このような高齢者等のために、あらゆる就業機会を確

保することが重要です。

現在、事業主に対して、６５歳までの雇用機会を確保するため、①定年の引

き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ず

ることが義務付けられています。

さらに、令和３年４月からは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が

改正施行され、高齢者の多様な特性やニーズを踏まえ、高年齢者就業確保措置と

して、７０歳までの、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年廃止な

どの努力義務が設けられています。

国においては、「ハローワーク」によるきめ細かな職業相談や職業紹介を通じ

たマッチングや、一定期間試行雇用による早期再就職の実現、雇用機会の創出や

高齢者等を雇い入れる場合の助成金の制度などにより、高齢者の雇用を促進して

います。

本県では、アクティブシニアの就労機会の確保に向けて、徳島労働局や公益社

団法人徳島県シルバー人材センター連合会と連携し、シルバー人材センターの機

能強化や事業の活性化に取り組んでいます。また、雇用に関する様々なサービス

を提供している「とくしまジョブステーション」においては、国ハローワークと

連携し高年齢者に対する就労支援を行うとともに、月に２回程度、「徳島県シル

バー人材センター相談窓口」を開設して、シルバー人材センターへの加入を促進

しているところであり、現在県内で約４，５００人の会員が登録しています。

その他にも、退職後、新たに農業分野等への就労を希望される方も多いことか

ら、「徳島県農業経営・就労支援センター」による就農相談や、「徳島県立農林水

産総合技術支援センター農業大学校」での営農基礎講座等による就農支援を行っ

ています。

今後、高齢化の加速に伴い、就業を希望する高齢者が増加すると考えられる

ことから、高齢者が生涯現役で活躍する社会の実現に向け、関係機関と連携し

ながら取組を推進して参ります。
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３ 敬老理念の普及啓発

【 現状・課題 】

令和２２年（２０４０年）には、県民の４割が６５歳以上の高齢者になると推計され

ています。

さらに、本県の「平均寿命」は、全国平均をやや下回っていますが、年々延びており、

「１００歳以上の高齢者数」は、令和５年９月１日時点で７４８名と過去最高を更新す

るなど、まさに「人生１００年時代」を迎えています。

こうした中、県民誰もがエイジレス・ライフを実践し、これまでに培ってきた知識や

経験、技能を活かし、仕事や社会活動などを通じて地域でいつまでも活躍し続けられる

社会を実現するため、世代間交流を促進するとともに、多年にわたり社会に貢献してき

た高齢者を敬愛し、高齢者福祉への理解と関心を深める観点から、敬老理念の普及・啓

発の取組をより一層推進する必要があります。
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【 今後の取組 】

① 長寿者慶祝訪問

多年にわたり社会の発展に尽力された高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、敬

老理念の普及並びに高齢者福祉等への関心を高めるため、「１００歳、１０５歳、

１１０歳」到達者及び「地域で話題の高齢者」の長寿者の自宅等を訪問し祝福しま

す。
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② 米寿敬老記念品の贈呈

８８歳到達者（米寿）に対し、老人週間中（9/15 ～ 9/21）に敬老記念品を贈呈
し、その長寿を祝福するとともに、敬老理念の高揚を図ります。

◇実施内容

区 分 対象者数

平成 12年度 2,320人
令和 2年度 5,053人
令和 3年度 5,297人
令和 4年度 4,944人

③ 徳島県敬老県民のつどいの開催

敬老理念の普及並びに高齢者福祉への理解と関心を高めるため、関係者が一堂に

つどい、すべての県民が高齢化の問題を自らの問題として捉え、さらには高齢者保

健福祉についての理解と関心を深めるため、「徳島県敬老県民のつどい」を開催し

ます。

また、地域社会において敬老理念の普及と高齢者福祉に対する意識の高揚を図る

ため、「高齢者福祉功労者」等に対し知事表彰を行うとともに、老人クラブ会員の

崇高なボランティア精神により行われている友愛訪問活動の更なる普及と充実強化

を図るため、「友愛訪問活動功労者」に対し知事表彰（感謝状贈呈を含む）を行い

ます。

◇実施内容

区 分 高齢者福祉功労者等及び友愛訪問活動功労者の表彰者数

平成 12年度 ３７人

令和 2年度 １０９人

令和 3年度 ９８人

令和 4年度 １００人

※ 「友愛訪問活動功労者」に対する知事表彰は、平成２６年度から実施

④ 徳島県健康福祉祭等の開催

高齢化が進む中、高齢期を豊かに過ごすために重要なスポーツや文化活動など様

々な社会活動への高齢者の参加意欲が高まっており、健康といきがいづくりのため

の活動の場や社会参加の機会づくりが求められています。このため、「ぬくもりと

活力のある長寿社会づくり」を目指し、県民が一体となって取り組んでいくための
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契機として、公益財団法人とくしま“あい”ランド推進協議会とともに、「徳島県

健康福祉祭（とくしまねんりんピック）」として各種スポーツ交流大会や美術展な

どを開催するとともに、「全国健康福祉祭（全国ねんりんピック）」に徳島県選手団

を派遣するなど、世代や地域を超えた幅広い分野の参加者によるふれあいと交流に

よる仲間づくりの推進に取り組んでいます。

ますます多様化することが予想される高齢者のライフスタイルやニーズに対応

し、今後、より気軽に参加いただけるよう、高齢者のスポーツ活動や文化活動の普

及・啓発に努め、参加者の裾野を拡大し、社会参加といきがいづくりの推進を図り

ます。

（実施目標） （単位：人）

目 標 項 目 Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

県健康福祉祭等のスポーツ及び文化交流大会 4,322 4,400 4,450 4,500

等の参加者数

＜徳島県健康福祉祭＞ ＜健康福祉祭でのグラウンド・ゴルフの様子＞

⑤ 世代間交流の促進

核家族化の進行や進学・就職等での若年層の都市部への流出により、家族や地域

における世代間のコミュニケーション機会が減少し、家族のつながりや地域の連帯

感が希薄化していると言われています。

これからの人口減少・超高齢社会において地域の活力を維持していくためには、

若年層も高齢者層も互いに理解し合い、協力して地域社会を支えていく必要があり、

世代を超えた地域力の再生、創出が必要不可欠となっています。

老人クラブでは、小学校の下校時の見守り活動、運動会や季節の行事での交流、
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自身の子どもの頃の体験を伝えるなど、地域の文化等の伝承活動や、子どもとの交

流活動にも取り組んでいます。

今後とも、このようなコミュニケーション機会を創出するとともに、スポーツや

文化活動を通じた世代間交流を促進するなど、家族や地域における高齢者との世代

を超えた相互理解と敬老理念の普及啓発に努めます。



出典：厚生労働省
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・地域の助け合いを推進する生活支援コーディネーターの配置

・関係者間の連携を推進する「在宅医療・介護連携事業」の実施

など、一定の体制整備が図られました。

しかし、高齢化の進行とともに、生産年齢人口が減少する新たな局面を迎えてお

り、高齢化に伴う課題はより深刻化しています。今後、ますます地域課題の解決力

の強化や、地域を基盤とする包括的な支援の強化が求められます。このため、高齢

者のみならず、生活上の困難を抱える障がい者やこどもなどが地域において自立し

た生活を送ることができるよう、地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地

域を「丸ごと」支える包括的な支援体制を構築する「地域共生社会」の実現に向け、

地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に取り組む必要があります。

【 今後の取組 】

引き続き、保険者である各市町村が地域の特性に応じて作り上げていく地域包括

ケアシステムの深化・推進を支援します。

さらに、生産年齢人口減少に伴う人材不足を補うため、地域住民の支え合う力を

育むとともに、人々の多様なニーズを把握し、地域生活の中で本人に寄り添って支

援をする、地域生活を支える人材の活用として、高齢者をはじめとする地域に潜在

する多様な人材の活用や促進、育成を進める各市町村の地域づくりを支援し、地域

包括ケアシステムの目指す方向であるとされている地域共生社会の実現につなげて

いきます。

（２）多様な主体による総合事業の充実支援

【 現状・課題 】

各市町村においては、地域支援事業を始めとする各種施策を一体的に実施するこ

とで、地域包括ケアシステムの構築を推進してきました。

その結果、地域包括ケアシステムの構築については、全市町村で一定の体制整備

が図られたところですが、構築したシステムが今後も効果的に機能していくために

は、少子高齢化をはじめ、変化していく地域の実情に応じ、地域全体のつながりを

構築、維持していく機能と、地域の現状と課題を踏まえた上で、目標を定め、地域

住民が主体となって参画し、事業展開していくマネジメント機能の強化が求められ

ています。各市町村においては、こうした地域のつながりの中で、地域住民の主体

的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、医療・介護の専門職がそこに関わり

合いながら、高齢者自身が適切に活動を選択できる総合事業の充実について、第９

期介護保険事業計画期間中に集中的に取り組む必要があるとされています。
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【 今後の取組 】

地域包括ケアシステムの推進の中核となる地域支援事業のうち、総合事業の多様

なサービスや一般介護予防事業における通いの場などでは地域住民の主体的な参画

が欠かせません。県は、各市町村において、地域の多様な主体が展開する活動の中

で高齢者が日常生活をおくることができる地域づくりを進め、医療・介護の専門職

が、高齢者のライフステージに応じて適切に関わりつつ、高齢者のニーズに応じた

必要な支援を切れ目なく行うための体制が維持されるよう支援します。

＜地域支援事業の概要＞

※上記に加え、各市町村が地域の実情に応じて実施する「任意事業」により構成

① 地域包括支援センターの機能強化・地域ケア会議の推進

各市町村が設置する地域包括支援センターは、高齢者への総合的な支援を行う

役割を担っており、地域包括ケアシステムの要として、効果的・効率的な運営が

求められています。

さらに、今後、地域共生社会の実現に向け、各市町村が「属性を問わない相談

支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施す

ることを必須とする重層的支援体制整備事業を活用した地域づくりに取り組むこ

とにより、地域包括支援センターにおいても、高齢者だけではなく、属性や世代

を問わない包括的な相談支援等を担うことが期待され、適切に対応するための体

総合事業

介護予防・生活支援サー

ビス

地域の社会資源を活用して高齢者の状態に合わ

せた多様なサービスを提供

一般介護予防 高齢者の生活機能の低下や心身の状態の悪化を

防ぐためのサービスを提供

包括的

支援事業

地域包括支援センターの

運営

地域の高齢者を包括的に支援する機関を設置、

運営

生活支援体制の整備 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが中心となり、多様な主体

をつなげて支え合いによる地域づくりを実施

在宅医療・介護連携の推

進

心身の状態に関係なく切れ目ないサービスを提

供できるネットワークづくりを推進

認知症の総合的な支援 認知症の方とその家族を地域で支える仕組みづ

くりを推進

地域ケア会議の推進 高齢者の個人の課題解決のための個別会議と地

域課題の解決を目指した推進会議を開催
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制や環境整備を進めることが求められます。

一方、医療・介護・福祉等の多職種専門職や地域包括支援センター等が協働で、

個別事例を検討する地域ケア会議は、個別課題の解決の積み上げにより支援体制

ネットワークの整備や、地域課題の把握、更には市町村の政策形成へとつながっ

ていくことが期待されています。

本県では、市町村において地域包括支援センターの適切な運営と地域ケア会議

の定着が図られるよう職員の資質向上や関係機関との連携強化のための研修を実

施するとともに、情報提供や専門家派遣などの支援を行います。

また、市町村や地域包括支援センターが行う事業評価と、その結果を踏まえた

業務の重点化・効率化に向けた改善が適切に実施されるよう、分析データの提供

等により支援します。

② 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進

各市町村においては、地域住民のニーズを生活支援コーディネーター等が中心

となって、各地域の社会資源につなげることにより、多様なサービスを充実させ

ることが求められています。

本県では、引き続き、地域づくりの中心になる生活支援コーディネーターの資

質向上のための研修を実施するとともに、各生活支援コーディネーター相互の情

報共有と課題解決を目的とした連絡会を開催します。

また、生活支援コーディネーターを中心とした、市町村ごとの地域資源を活用

し、地域で支え合う地域づくりを進め、意欲のある高齢者と地域活動の場を結び

つけることにより、高齢者が役割を持って活動できる仕組みづくりを、多くの市

町村で実施できるよう、先進事例の横展開を図ります。

③ 在宅医療・介護連携の推進

高齢者の健康状態が変わり、在宅において医療と介護の両方が必要となる主な

時期として、「入退院時」、退院後等の「日常の療養」、「急変時の対応」、「看取り」

の４つの場面が想定されます。

各市町村で、この４つの場面において、必要となる在宅医療と介護が円滑に提

供する仕組みを構築、推進できるよう、令和５年の法改正によって創設された医

療法におけるかかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果も考慮しつつ、本県

は市町村単独では対応が難しい広域的な取組を実施します。

・在宅医療体制の基盤整備（県保健医療計画に基づく）

・「徳島県退院支援（医療と介護の連携）の手引き」の運用

・多職種連携のための研修開催による人材育成
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・市町村へのデータ提供及びその活用方法に関する支援

・好事例の横展開や課題検討のための在宅医療・介護関係者の会議の開催

④ ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の普及啓発

人生の最終段階における医療・ケアについて、高齢者本人による意思決定を尊

重し、最期まで自分らしく暮らし続けることができる環境づくりを支援するため、

本人が家族等や医療・介護関係者と繰り返し話し合う取組「ACP」の普及啓発に
取り組みます。

⑤ 保険者機能強化推進交付金等の評価指標に沿った市町村支援

市町村の介護予防・重度化防止に向けた取組を強化するために制度化された保

険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金では、各市町村にお

ける地域包括ケアシステムの充実度を測るための指標が設定されています。

各市町村では、この指標に基づいて事業の実施状況の評価を行うことにより、

ＰＤＣＡサイクルに沿った取組に対する意識を高め、また、評価結果により配分

された交付金を活用することで、地域特性に応じた新たな取組を実施しています。

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金

目的：高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組を支援

概要：市町村の様々な取組の達成状況を評価するための指標を設定し、達成状況に

より交付金の額を配分（インセンティブ）

＜保険者機能強化のイメージ＞

県は、市町村が実施する事業評価が適切に行われるよう、必要な情報提供や助

言を行うとともに、市町村の評価結果を通して取組状況を把握し、市町村や関係

団体で構成される「徳島県地域包括ケア推進会議」やその他連絡会等において、

課題分析の検討や好事例の横展開を図ります。
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＜ユニバーサルカフェでの活動の様子＞

② ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

【 現状・課題及び今後の取組 】

ア 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例

「徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例」に基づ

き、障がいの有無、年齢、性別等に関わらず、多様な人々が利用しやすいよう都

市や生活環境を整備する、という考え方から、すべての人が暮らしやすい社会を

実現するため、施設の整備、役務の提供及び啓発活動などの取組を推進します。

イ ユニバーサルデザインの普及

県民、事業者、行政の各主体が連携・協働し、それぞれの役割に応じて、積極

的かつ主体的にユニバーサルデザインの普及に向けた取組を推進します。

また、県民及び事業者の意識の高揚及び知識の普及を図るため、ユニバーサル

デザインの先駆的・モデル的取組について表彰するなどの啓発活動を推進し、す

べての人が暮らしやすい社会の実現を目指します。

③ パーキングパーミット交付事業

身体障がい者や高齢者、妊産婦の方など「移動に配慮が必要な方」「歩行困難

な方」のために、公共施設、ショッピングセンター、銀行や病院などの建物の出

入口に近いところに設置されている「身体障がい者等用駐車場（車いすや杖の使

用者、妊婦などのマークが表示されている駐車場）」について、利用対象者に「身

体障がい者等用駐車場利用証（パーキングパーミット）」を交付し、駐車場を設

置する施設の協力を得ながら、不適切な駐車を解消していくとともに、外出時に

気兼ねなく安全に安心して駐車できる環境づくりを推進します。

また、同制度を実施している他府県との利用証の相互利用（令和５年１１月１

日現在４２府県）により、利便性の向上を図ります。
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２ 高齢者が安心して暮らせる社会の推進

（１）見守り体制の充実・強化

① ひとり暮らし高齢者等の見守り

【 現状・課題 】

核家族化の進行や平均寿命の伸長などから、高齢者のひとり暮らし世帯（高齢

単独世帯）及び世帯主が６５歳以上である夫婦のみ世帯（高齢夫婦世帯）は、増

加しており、今後もこの割合は高まる傾向にあります。

こうしたひとり暮らし高齢者や高齢者の夫婦のみの世帯においては、社会的な

つながりが希薄化し、地域社会から孤立した暮らしになることがあるため、高齢

者の自殺や孤独死の防止のみならず、消費者被害等のトラブルを防ぐという観点

からも、日常的な見守りが重要です。

資料: 2010～ 2020年は総務省統計局「国勢調査」、

2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』による。

【 今後の取組 】

本県では、ひとり暮らし高齢者等の「見守り活動」について、定期的に家庭へ

の訪問を行っている「新聞販売店」や「電気・ガス事業者」などの「民間団体」

との協定を締結し、官民一体となった見守り体制を構築してきたところであり、

「見守り活動協力機関（協定締結団体）」の更なる拡充を図り、地域での「重層

的」かつ「きめ細かな」見守り活動の充実・強化を一層推進します。

また、地域の見守り活動と併せて、フレイル予防をはじめ、高齢期に必要な健

康情報や消費者被害の未然防止のための知識など、高齢者に必要な情報等を積極

的に発信することにより、高齢者自身の安心感の増幅を促します。
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さらに、「老人クラブ」が社会参加活動の一環として実施している「友愛訪問

活動」は、ひとり暮らし高齢者等のいきがいや交友関係の拡大に繋がるとともに、

自殺予防や孤立化の解消も大いに期待できます。新型コロナウイルス感染症の５

類移行後も、引き続き、感染のリスクには十分に留意しつつ、高齢者自らの健康

と地域との繋がりを維持するため、高齢者が孤立することなく心身の健康を保つ

ことができる「見守り活動」を推進し、閉じこもりがちになった高齢者に対し、

電話や玄関先での声かけなど定期的な見守りを続け、孤立化を防止するとともに、

社会参加の促進に取り組んでいます。

今後、地域の担い手が減少する中、その活動の重要性はますます高まっており、

引き続き、民生委員や地域包括支援センター等との連携を強化しながら、より一

層の充実強化を図ります。併せて、「友愛訪問活動」がより充実したものとなる

よう、表彰制度の運用、激励メッセージやお礼状の伝達などにより、友愛訪問員

自身の意欲の向上を図ります。

＜友愛訪問活動＞

●活動内容

ひとり暮らし高齢者等を定期的に訪問することにより、安否確認をするととも

に、「閉じこもり・孤立」の予防や、「自殺・孤独死」の防止を図る。

さらに、消費者被害防止等、暮らしに役立つ情報を伝えたり、困り事の支援や

高齢者が集まる集会等への誘い出しも行う。（昭和５９年に本県から始まり、全国に広がっ

た。）

●友愛訪問員数及び訪問対象者数（令和２年度）

友愛訪問員数…約１，４５０人

訪問対象者数…約３，５００人（ひとり暮らし高齢者や要援護高齢者のいる高齢者世帯等）

＜友愛訪問活動の様子＞
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② 消費者トラブルの未然防止

【 現状・課題 】

「県消費者情報センター」に寄せられた相談件数に占める６０歳以上の割合は、

平成２３年度以降、３０％を超えています。これは、日本人の平均寿命が延びて

いる中で、現在や将来への不安や心配、加齢に伴う認知機能の低下や認知症、デ

ジタル格差の課題等といった、高齢者によくみられる性質により、消費者トラブ

ルに巻き込まれやすい傾向にあるためと考えられます。ひとり暮らしや高齢者の

みの世帯が増加することで、孤独感や孤立感に関する不安や心配をあおったり、

不安な気持ちにつけ込んだりするような勧誘によって、消費者トラブルに巻き込

まれるケースも見られます。高齢者の消費者トラブルでは、判断力や記憶力の低

下から、契約内容を十分理解しないまま契約するといったケースが多く見られま

すが、中には、高齢者本人が被害に遭っているのか判断できない場合もあり、被

害がなかなか表面化しにくいという特徴がみられます。特に、周囲に相談できる

相手がいない場合は、被害に気付くのが遅れることで、被害救済が難しくなる恐

れがあります。

◇年代別相談件数の推移

【 今後の取組 】

ア 高齢者への支援

消費者被害を防止するには、消費者問題に関して知識を持つ｢消費生活コー

ディネーター」や「くらしのサポーター」などのほか、民生児童委員や友愛訪

問員といった周囲の方々が高齢者に対し、トラブルに遭わないための注意喚起、

年度

97 207 347 387 368 385 316 185 384 2,676

133 225 344 397 394 508 384 267 403 3,055

117 224 364 477 439 466 401 239 409 3,136

93 246 322 456 407 447 330 223 380 2,904

85 225 346 486 432 509 329 243 342 2,997

23 154 280 494 618 727 347 137 268 3,048

59 143 230 347 414 512 423 203 350 2,681

61 183 226 354 398 412 389 201 341 2,565

76 250 219 336 421 420 364 201 349 2,636

58 181 210 354 365 373 329 198 310 2,378

79 185 192 336 440 436 366 195 363 2,592

80歳以上
その他
・不明

合　計年齢 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

R2

60歳代 70歳代

H24

H25

R3

H26

H27

R4

H28

H29

H30

R1
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③ 犯罪被害の防止

【 現状・課題 】

特殊詐欺の被害は、令和４年中、本県においては、被害認知件数３８件、被害

額約７，５３６万円で、被害認知件数、被害額ともに前年に比べて減少しました

が、依然として高水準で推移しています。特に加齢による判断力の低下や核家族

化により相談できる人が身近にいないなどの理由から高齢者が被害に遭うケース

が多く、令和４年中、６５歳以上の高齢者の被害が全体の約６割を占めています。

【 今後の取組 】

これまでも、各種広報啓発、金融機関やコンビニエンスストア等と連携した声

かけによる被害の未然防止、被害予防機器の普及促進等の対策を推進していると

ころではありますが、近年、ますます多様化、巧妙化している手口に対し、行政、

高齢者関係団体、金融機関、宅配事業者、コンビニエンスストア等の関係機関の

連携をより一層密にしながら官民一体となって被害の防止を図ります。

④ 高齢者の権利擁護

【 現状・課題 】

ア 高齢者虐待の防止対策の推進

平成１７年の「介護保険法改正」においては、法律の目的規定である第１条

に要介護状態になった高齢者等の「尊厳の保持」が明文化されるとともに、高

齢者に対する虐待防止や早期発見のための事業、権利擁護に必要な援助事業が

市町村の必須事業として規定されました。

また、平成１８年４月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」（以下、「高齢者虐待防止法」という。）の第１条

では、「高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとっ

て高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要である」との認識が明確に

示されています。「高齢者虐待防止法」には、虐待を発見した者の通報義務を

はじめ、市町村等による救済措置等が具体的に規定されています。今後も増加

する高齢者に対して、引き続き、高齢者の人権に配慮した対応が求められてい

ます。高齢者虐待の原因は、「介護疲れ・介護ストレス」や「虐待者の障害・

疾病」など様々ですが、今後、更なる高齢化の進行や地域の繋がりの希薄化等

により介護の負担が集中することも懸念されます。

また、高齢者のドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）については、自分の

状況をＤＶとして認識することが困難な場合や夫婦の在り方に対する考え方等

から、顕在化しにくい傾向も懸念されます。
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また、養護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利侵害

の防止についても、高齢者の権利擁護業務として対応する必要があります。

高齢者虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るために、市

町村や関係機関等の連携を強化し、虐待の未然防止及び早期発見のための事業

や、その他の権利擁護事業の積極的な推進を図る必要があります。

資料：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査（厚生労働省）

● 養護者、養介護施設従事者等による高齢者虐待のスキーム

資料：「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」

（厚生労働省、令和５年３月改訂）をもとに作成

［市町村の責務］
［市町村の責務］ 相談・通報受理，老人福祉法・介護保険法に

相談・通報受理，居室確保，養護者の支援 基づく適切な権限を行使

［都道府県の責務］
［都道府県の責務］ 老人福祉法・介護保険法に基づく適切な権限

市町村の施策への援助等 を行使，措置等の公表
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● 介護サービスの苦情処理等の体制

第４章－第３節－３－（３）苦情処理等の体制整備に記載

イ 成年後見制度の推進

平成１２年に開始した介護保険制度では、要介護認定を受けた高齢者等が介

護サービスを利用する際の手続が、行政による措置ではなく、本人と介護サー

ビス事業所との契約により提供されることとなり、またそれと同時に、判断能

力が不十分な方の権利を守るために、それまでの「禁治産・準禁治産の制度」

が「成年後見制度」に改正されました。

認知症高齢者や孤立した高齢者の増加により、「成年後見制度」の利用の必

要性が高まるなか、「成年後見制度」の利用を必要とする全ての人が制度を利

用できるよう体制を構築する必要があります。

また、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として

市民の役割が強まると考えられることから、平成２３年６月に公布された「介

護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」では、老

人福祉法第３２条の２に市町村における「市民後見人」の育成及び活用を図る

ための研修の実施など、「後見等に係る体制の整備」について努めることとさ

れています。

平成２８年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、

令和４年３月には「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されま

した。市町村や関係機関等との連携を図りながら、県民すべてが健康でいきが

いを持って過ごすことのできる地域社会を築くとともに、高齢社会を支え合う

県民意識の醸成を図る必要があります。

ウ 介護現場の安全性の確保

高齢者施設等においては、入所者等や職員の安全を確保し、事故等の発生に

備えたリスクマネジメントが必要とされています。高齢者施設等には事故発生

防止のための指針を定めるとともに、事故発生防止のための委員会や職員への

研修を定期的に開催することが求められるとともに、事故が発生した場合又は

それに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析

を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備することが必要と

されており、これらの対策を適切に実施するための担当者を置くこととされて

います。
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【 今後の取組 】

ア 高齢者虐待の防止対策の推進

市町村による迅速な虐待防止や高齢者保護等が実施できるよう、「地域包括

支援センター」や「在宅介護支援センター」、その他関係機関、民間団体等の

連携協力体制である「高齢者虐待防止ネットワーク」の構築を推進するなど、

高齢者虐待防止法に基づく各種措置等の適切かつ円滑な対応を図ります。

ＤＶの防止対策については、「配偶者暴力防止及び被害者保護に関する徳島

県基本計画」に基づき、県、警察、国の機関、市町村や民間支援団体と連携し、

各種施策を推進するとともに、困難な問題を抱える女性については、「困難な

問題を抱える女性への支援に関する徳島県基本計画」に基づき、支援を行いま

す。

また、地域社会全体で高齢者の生活を支え、高齢者やその家族が安心して住

み慣れた地域で暮らし続けられるように、幅広く地域住民に認知症や高齢者虐

待防止等についての情報を発信するとともに、市町村や地域包括支援センター

職員を対象とした高齢者虐待防止についての研修会を実施し、支援者の対応力

の強化を図ります。

併せて、高齢者虐待防止法及び老人福祉法に規定する施設における虐待防止

対策委員会の開催や虐待防止指針の整備、虐待防止に関する研修会の実施等の

対策について、市町村とも連携を図りながら実施状況等を把握するとともに、

必要に応じて立入検査を実施し、施設職員に対する虐待防止対策委員会の開催

結果の周知や虐待防止に関する研修会の参加状況を確認することで、施設職員

の虐待防止意識の啓発状況を把握し、悪質な虐待案件に対する権限行使も含め

必要な指導・助言を行います。

イ 成年後見制度の推進

認知症などにより判断能力が不十分になった場合でも、高齢者の人権が守ら

れ、高齢者や家族が安心した地域生活が送れるよう、認知症高齢者等に対する

各種支援の充実、「日常生活自立支援事業」や「成年後見制度」等の周知及び

利用促進に努めます。今後増加が見込まれる後見ニーズに対応するため、日常

生活自立支援事業と成年後見制度を包括的に支援する仕組みづくりを推進しま

す。

また、地域包括支援センターが実施する総合相談事業をはじめ、介護・福祉

サービスに対する苦情相談、高齢者や家族が抱える不安や悩み事の相談、消費

者被害に関連する相談など、関係機関や家族の会等が実施する相談機能との連

携強化を図ります。
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ウ 介護現場の安全性の確保

介護現場の安全性確保やリスクマネジメントの推進については、市町村との

連携を図りながら、事故情報の分析や活用を行うとともに、高齢者施設等にお

ける事故発生の防止や事故発生時の対応について、定期的に把握するとともに

必要な指導及び助言を行っていきます。

（２）低所得者対策の推進

【 現状・課題及び今後の取組 】

① 生活困窮者自立支援の推進

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的

に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者（「生活

困窮者」という。）に対して、最後のセーフティネットである生活保護に至る前の

段階から早期の自立を支援し、いわば「第２のセーフティネット」を全国的に拡充

し、包括的支援体系を創設する目的で、平成２７年４月、「生活困窮者自立支援法」

が施行されました。本法律は、すべての福祉事務所設置自治体に「自立相談支援事

業」の実施及び「住居確保給付金」の支給を義務づけるとともに、地域の実情に応

じて、「就労準備支援事業」や「家計改善支援事業」、「子どもの学習支援事業」等

を任意に実施できることとなっています。徳島県においては、市部については市が、

町村部については県が、生活困窮者自立支援事業を実施し、各市町村の自立相談支

援機関が相談窓口となっています。中でも必須事業である「自立相談支援事業」は

本制度の中核を成すものであり、生活困窮者からの相談を受け、

・生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを

把握

・ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

・自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調

整を実施

等の業務を行い、個々の生活困窮者の課題に応じたオーダーメイドの支援を実施し

ます。また、自ら支援を求めることが難しい者やひきこもり等の要支援者に対して、

「能動的アウトリーチによる伴走型支援」を展開し、ひきこもりサポートセンター

や就労準備支援機関等の支援機関に確実につなげ、引き継いだ後もサポートを行い

ます。本制度の施行により、これまで各分野の支援制度では、要件を満たさないな

どの理由で十分な支援を受けられなかった方々にも相談、支援を受ける機会が提供

されるようになりました。

相談を寄せる生活困窮者は、高齢者や低所得者、病気や障がいのある者、ひきこ
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もり等様々であり、抱えている生活困窮課題も多岐にわたっていますが、すべての

相談を断らないで受け止めることを念頭に日々の相談業務を行っています。今後と

も、自立相談支援機関や就労準備支援機関、地域の福祉施設、行政等の関係機関が

連携を深め、一人でも多くの生活困窮者が自立した生活を送ることができるよう、

支援の充実と、社会全体で支え合う仕組みづくりに取り組んでいきます。

② 生活福祉資金貸付制度の活用

「生活福祉資金貸付制度」とは、低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等に対

して、低利または無利子での資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その

経済的自立や生活意欲の助長促進、並びに在宅福祉や社会参加の推進を図り、その

世帯の安定した生活を確保するものであり、「徳島県社会福祉協議会」を実施主体

に、県内の民生委員の協力のもとに実施されています。金融経済情勢の悪化や今後

のさらなる高齢化の進行により、経済的な課題だけではなく、複合的な生活課題を

抱えることの多い低所得者世帯等が制度の狭間に陥らないよう、生活保護の前段階

におけるセーフティネット（安全網）として、「生活福祉資金貸付制度」の積極的

な利用促進とともに生活に寄り添った支援を推進し、自立を促進します。

今後とも、実施主体の「徳島県社会福祉協議会」において、適切な運用を実施で

きるよう、必要な支援を行います。

（３）高齢者の交通安全対策の推進

【 現状・課題 】

高齢者が関与する交通事故件数は減少傾向にあるものの、全人身事故件数に占め

る高齢者事故件数の構成率は増加傾向にあり、令和４年は過去２番目に高い４７．

９％となっています。

また、死者数全体に占める高齢者の割合も非常に高い水準で推移しており、令和

４年中にあっては全国ワーストの７８．３％となっています。

免許人口については年々微減していますが、高齢者免許人口は年々微増し、令和

４年の全免許人口に占める高齢者免許人口の割合は３０．８％となっており、高齢

運転者が関与する事故件数の割合も年々増加（令和４年中、４０．９％）となって

います。

今後さらに、高齢化の進行による高齢者の交通事故の多発も憂慮され、こうした

状況の下で高齢者の交通安全を確保するためには、高齢者自身が自発的に交通安全

行動を実践するとともに、地域の交通安全に貢献していくような、地域に根ざした

市民参加型の交通安全活動が、広く普及促進されることが重要です。
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【 今後の取組 】

① 交通安全教育を実施する体制等の構築

高齢者に対する交通安全教育を推進するため、警察、県及び市町村は、高齢者

に対する交通安全指導担当者の養成、教材・器具等の開発等、指導体制の充実に

努めるとともに、参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進します。

高齢運転者に対しては、免許更新時の高齢者講習及び更新時講習の内容の充実

に努めるほか、関係機関・団体、特に自動車教習所等と連携して、個別に安全運

転の指導を行う講習会等を開催し、高齢運転者の受講機会の拡大を図るとともに、

その自発的な受講の促進に努めます。

② 高齢者に対する効果的な交通安全教育等の推進

ア 効果的な交通安全教育の推進

高齢の歩行者及び自転車利用者に対し、安全に道路を通行するために必要な

知識、技能を習得させるとともに、加齢に伴う身体機能の変化が行動に及ぼす

影響等も理解させ、自ら納得した安全な交通行動が実践されるよう、関係機関

・団体等と連携し、自転車シミュレータ等の交通安全教育用資機材を積極的に

活用した参加・体験型の交通安全教室を開催します。

また、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対する地域ぐるみの交通

安全指導を促進するため、出張型の交通安全教室の開催や、民間ボランティア

・関係機関等と協力して、家庭訪問による個別指導、医療機関や福祉施設等に

おける交通安全教育・広報啓発活動を行います。

イ 効果的な高齢運転者講習の推進

高齢運転者を対象に、「実車指導」「安全運転サポート車試乗体験」「運転適

性検査」の３つからなる「運転技能簡易教習」や、自動車学校等を活用した実

車講習及び「ドライビングシミュレータ」を活用した参加・体験・実践型の講

習会等を積極的に開催するほか、７５歳未満の高齢者講習や７５歳以上の高齢

運転者に対する講習予備検査が適正に実施され、同検査結果に基づく高齢者講

習が高齢運転者の実態に応じた講習となるよう、関係機関等に対する適切な指

導・助言を行います。

ウ 高齢運転者支援の推進

各警察署や運転免許センター窓口に設置された安全運転相談窓口や安全運転

相談ダイヤル「♯８０８０」を有効に活用し、判断力や視力の低下など、身体

機能に衰えを感じた高齢者やその家族に対する運転適性相談の充実を図り、ま
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た、「申請による免許の取消し制度（自主返納制度）」についての周知及び臨時

適性検査の対象者等を発見した場合の適切な措置等を講じるほか、引き続き「自

主返納者」に対する支援制度（特に、移動手段の確保）の整備・充実について、

自治体や関係機関・団体等と連携して拡充に努めます。

また、地域包括支援センターと連携した、運転免許を失った高齢者への生活

支援に繋げる「生活支援連絡制度」を継続して推進します。

エ 高齢運転者標識の普及促進等による安全対策の推進

高齢運転者の安全意識を高めるため、平成２３年２月から様式が変更された

「高齢運転者標識」の普及啓発を一層推進するとともに、他の年齢層に高齢運

転者の特性を理解させ、「高齢運転者標識」を取り付けた自動車への保護意識

を高めるような交通安全教育・広報啓発を推進します。

オ セーフティ・サポートカーの普及啓発

近年各自動車メーカーから被害軽減ブレーキや衝突回避システムなどの安全

運転補助（支援）機能が装備された自動車の開発・販売がされており、こうし

た車両の技術革新は、高齢運転者の事故防止に大きく寄与するものであること

から、関係機関・団体等との連携を図り、実車体験講習の開催など、その普及

啓発を行います。

カ 高齢者交通安全推進員事業の推進

県知事が認定する高齢者交通安全推進員が各地域において、高齢者の交通事

故防止に資するため、高齢者に対する交通安全思想の普及に努めるほか、高齢

者の自主的な交通安全活動への参加を促進します。

キ 高齢者自転車安全運転競技大会の実施

自転車の特性等について認識を深めるため、老人クラブと連携し、高齢者を

対象とした自転車の安全運転競技大会を実施することにより、自転車の運転技

能・交通マナーの向上を図るとともに、高齢者の交通事故防止、交通安全意識

の高揚を図ります。

ク 自転車用ヘルメット着用の徹底

全ての自転車利用に対する自転車用ヘルメット着用の努力義務化を踏まえ、

自転車乗用中の死者のうち頭部に損傷を受けて亡くなるケースが多いことな

ど、交通事故時における頭部保護の重要性やヘルメット着用による被害軽減効
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果等についての理解促進に努め、自転車用ヘルメット着用の徹底を図ります。

ケ 高度化ＰＩＣＳ（歩行者等支援情報通信システム）の設置等による高齢者等

に対する思いやりのある道路交通環境の整備

高齢者や視覚障がい者が安全で、安心して道路を横断できるようにするため、

スマートフォン等を操作することで、信号の情報を音声や振動で受信したり、

青信号の延長を可能とする「高度化ＰＩＣＳ（歩行者等支援情報通信システム）」

を設置し、高齢者や視覚障がい者の安全な横断を支援し、交通事故の防止を図

ります。

このほか、押ボタン部分を内照式（ＬＥＤ）で点灯させる「光る押ボタン箱」

や、作動させると、信号機の青時間が通常より長くなる（４０％増）「高齢者

等用押ボタン」を設置するなど、高齢者等に対して思いやりのある道路交通環

境の整備を図ります。

紹介動画

＜徳島県交通安全啓発CM＞

紹介動画







- 85 -

一層実行力のある「減災・防災対策」を講じることが求められています。

【 今後の取組 】

① 避難行動要支援者名簿、個別避難計画の作成

災害発生時において、要配慮者への支援を迅速かつ適切に実施するためには、

平常時から支援体制を整えておく必要があります。市町村においては、災害時の

避難に支援が必要となる方を特定した「避難行動要支援者名簿」を整備していま

すが、円滑かつ迅速な避難を図るため、平時から「民生・児童委員」や「自主防

災組織」等の地域の避難支援関係者と名簿情報を共有するとともに、避難行動要

支援者一人一人について、「誰が避難を支援するか」、「どこに避難するか」、「ど

うやっていつ避難するか」を、あらかじめ定めておく「個別避難計画」の作成が

求められています。

「避難行動要支援者名簿」の避難支援関係者との共有化や「個別避難計画」の

作成が推進されるよう、市町村等を対象とした説明会の開催や、個別の市町村へ

の助言やアドバイザーの派遣、「防災出前講座」での啓発など、市町村の取組を

一層支援していきます。

② 福祉避難所の整備促進

一般的な避難所で避難生活を送ることが困難な要配慮者が、安心して避難生活

をおくることができるよう、市町村は「福祉避難所」を指定する必要があります。

市町村においては、社会福祉施設や、宿泊施設等をあらかじめ「福祉避難所」と

して指定するとともに、要配慮者を含む地域住民に対し、「福祉避難所」に関す

る情報の周知や運営体制の強化を図ることが求められています。

さらに、福祉避難所における感染症の流行を防ぐため、飛沫の飛散を防ぐため

の間仕切りの設置や共有施設の消毒、発熱等の症状がある方の専用スペースの設

置等、福祉避難所における感染防止対策の強化を図ることが求められています。

「福祉避難所」の指定とその周知が図られるよう、福祉避難所に必要な資機材

の確保や訓練の実施など、市町村の取組を支援するとともに、平時から市町村、

社会福祉法人等関係機関との連携を密にし、運営体制の整備と感染症対策の強化

に努めてまいります。

また、市町村、社会福祉施設、被災地における介護福祉に係るニーズを迅速か

つ的確に把握・整理し、県内外から提供される救援物資及び人材を適切に配置す

るため、災害対策本部及び各圏域ごとに「介護福祉コーディネーター」を配置し

ます。

県と社会福祉施設等６団体との間で平成２４年６月に締結した「災害時におけ
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る相互応援に関する協定書」に基づき、被災施設への応援職員の派遣や、利用者

の受け入れ等の相互応援活動を迅速かつ円滑に実施するとともに、福祉避難所を

拠点とした要配慮者支援を推進します。

③ 避難所における要配慮者の受入れ機能の確保

大規模災害発生時に、大勢の要配慮者を受け入れるためには、福祉避難所だけ

では不足する可能性もあることから、指定避難所やサブ避難所においても要配慮

者を受け入れることができるようなスペース（福祉避難スペース）の設置や要配

慮者に対する福祉支援にあたる専門職等を確保することが必要です。

福祉避難スペースの設置を盛り込んだ各避難所ごとの運営マニュアル作成や避

難所等において要配慮者支援にあたる「徳島県災害派遣福祉チーム」のチーム員

の養成を推進します。
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３ 認知症施策の充実強化

国における認知症の人の数は、令和７年（２０２５年）には、約７００万人前後にな

り、６５歳以上に対する割合は「約５人に１人」、本県においても同様で、６５歳以上

の県民の「約５人に１人」が認知症になると推計されています。

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含

め、多くの人にとって身近なものであることから、これまで、「認知症施策推進総合戦

略（新オレンジプラン）（２０１５年１月策定、２０１７年改正）」に基づき取組を進め

てきたところです。
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一方で、今後ますます高齢化率が上昇し、特に「８５歳以上の人口」が増えることや、

「８５歳以上の認知症有病率」が「約５割」であることから、国においては、これまで

の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）（２０１５年１月策定、２０１７年

改正）」を拡充する形で、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）まで

を対象期間とした「認知症施策推進大綱」を令和元年６月に閣議決定し、認知症の人や

家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした各種施策を推進して

います。

※「共生」とは

認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があって

もなくても同じ社会でともに生きるという意味

※「予防」とは

「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症に

なっても進行を緩やかにする」という意味

さらに、令和５年６月に、認知症施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等

の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるととも

に、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画

的に推進する「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立、認知症の人が、

尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、７つの基本理念が示され、県
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及び市町村は、基本理念にのっとり、認知症施策を策定・実施する責務を有することと

されています。また、都道府県計画・市町村計画を策定すること、策定の際は認知症の

人及び家族等の意見を聴くことが努力義務と明記されました。

県においては、これまで、「認知症施策推進大綱」に沿った総合的な認知症施策を推

進するため、認知症関係団体をはじめ、行政、医療、福祉関係者からなる「徳島県認知

症対策推進会議」の意見を踏まえ、各種施策を計画的に推進してきたところです。引き

続き、各種施策を着実に進めるとともに、「共生社会の実現を推進するための認知症基

本法」施行に向けて国が今後策定する基本計画の内容を踏まえた取組を進めることで、

認知症の人を含めた県民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性

を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会を実現します。

（１）普及啓発・本人発信支援

【 基本的な考え方 】

認知症は誰もがなりうることから、認知症の人やその家族が地域のよい環境で

自分らしく暮らし続けるためには、認知症への社会の理解を深め、地域共生社会

を目指す中で、認知症があってもなくても、同じ社会の一員として地域をともに

創っていくことが必要となります。
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① 認知症に関する理解促進

ア 「認知症サポーター」の養成

【 現状 】

県では、これまで、認知症の人と接する機会の多い福祉関係団体や地域住民、

金融機関、スーパーマーケット等の企業をはじめ、警察職員や小・中・高等学

校などの関係機関と連携し、認知症の人や家族を手助けする「認知症サポータ

ー」の養成に取り組んでいます。

また、認知症サポーター養成に協力いただいている事業所を登録・公表する

「認知症サポーター」養成協力事業所登録制度や、認知症サポーター養成講座

の講師となるキャラバンメイトの表彰制度の運用により、認知症サポーターの

養成支援にも取り組んだ結果、「認知症サポーター及びキャラバン・メイトが

総人口に占める割合（％）」は、６年連続全国第１０位以内を維持しています。

【 課題及び今後の取組 】

今後は、これまでの取組みを引き続き推進するとともに、認知症の人と地域

で関わることが多いことが想定される公共交通機関従業員をはじめ、対象を拡

大し、より一層の推進に取り組みます。

また、認知症サポーター養成講座を修了した方々が復習も兼ねて活躍する機

会を設けることにより、実践的なサポーター活動につなげるための支援を実施

して参ります。
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（実施目標） （単位：箇所）

目 標 項 目 Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

認知症カフェの設置数 ６５ ７０ ７５ ８０

（単位：人）

目 標 項 目 Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

認知症カフェで活動した認知症サポー － １４０ １５０ １６０

ター数
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イ 普及啓発の実施

【 現状・課題及び今後の取組 】

本県では、平成２５年度から、９月２１日の｢世界アルツハイマーデー｣から

始まる１か月を、｢徳島県認知症対策普及・啓発推進月間｣と設定し、市町村や

関係機関との密接な連携の下、認知症サポーターの養成をはじめとする普及啓

発事業を集中的に実施しています。

また、令和元年度からは、認知症とともに暮らす本人一人一人の体験や思い

を言葉にして作成した「認知症とともに生きる希望宣言（一般社団法人認知症本

人ワーキンググループ作成）」の徳島県版の作成や、本人や家族が作成した啓発グ

ッズの月間での活用に取り組んでいます。

今後は、「とくしま希望大使」をはじめとする認知症の人本人やその家族の

方が参加し、発信できる場を拡大し、本人の意思を活かした普及啓発の一層の

推進に取り組んで参ります。

【啓発月間イベントの様子】 【本人や家族等が作成した啓発グッズ】

② 相談先の周知

【 現状・課題及び今後の取組 】

地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である地域包括支

援センター及び認知症疾患医療センターを含めた認知症に関する相談体制につ

いて、ホームページ等を活用した窓口へのアクセス手段についても総合的に整

備を図るなど、積極的な周知を図ります。

また、地域における「認知症ケアパス」を積極的に活用し、認知症に関する

基礎的な情報とともに、具体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に伝わる

よう、各市町村における作成及び活用支援に取り組みます。
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（２）予防

【 基本的な考え方 】

「認知症施策推進大綱」における「予防」とは、「認知症にならない」という

意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」、「認知症になっても進行を緩やか

にする」という意味であることを正しく周知することが重要です。

その上で、認知症予防に資する可能性が示唆されている、運動不足の改善、糖

尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割

の保持等の活動について、積極的に推進していく必要があります。

【 現状及び今後の取組 】

これまでも、地域の介護予防施策の推進において、高齢者が身近に通える場の

普及や薬剤師等によるポリファーマシー対策などに取り組むとともに、老人クラ

ブの活動推進をはじめ地域貢献活動等の充実支援、さらには、シルバー大学校、

大学院を開校し、学習機会の提供に取り組んできたところです。

今後はフレイル対策の横展開として、さらに、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、管理栄養士をはじめとする、医療や介護の専門職、認知症サポーターな

ど地域の方々と連携し、認知症カフェでの定期的な運動指導をはじめとする活動

を支援し、認知機能低下や重症化予防を地域で支える取組みを進めます。

こうした取組により、「認知症になるのを遅らせる」、「認知症になっても進行

を緩やかにする」可能性が示唆されていることを、正しく周知し、「介護予防施

策の充実・推進」及び「いきがいづくり・社会参加の促進」に係る各種施策と連

携し、相乗効果を図ります。

（３） 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

【 基本的な考え方 】

認知症医療・介護等に携わる関係者は、「本人主体の医療・介護の原則」を基

本とし、認知症の人が置かれた環境の下で、認知症の類型や進行段階を十分理解

し、容態の変化に応じた全ての期間を通じて共有すべき基本理念であることを改

めて徹底し、医療・介護等の質の向上を図ることが重要です。



- 95 -

＊「本人主体の医療・介護の原則」

認知症の人を個性、想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重し、できる

限り各々の意思や価値観に共感し、できないことではなく、できることやで

きる可能性のあることに目を向けて、本人が有する力を最大限に活かしなが

ら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるよ

う、伴走者として支援していくこと

① 早期発見・早期対応、医療体制の整備

【 現状及び今後の取組 】

これまで、全市町村において、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護

等の提供体制が構築されるよう、「認知症初期集中支援チーム」及び「認知症地

域支援推進員」の全市町村設置に向けた人材育成をはじめ、各種活動のスキルア

ップ研修の実施等に取り組んできたところです。

今後、さらに、社会から孤立している状態にある人への対応も含め、認知機能

低下のある人や認知症の人を適切な医療・介護サービス等に速やかにつなぐ取組

を強化させるため、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進

員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の更なる質の向上が

図られるよう、各機関の取組についての積極的な情報発信や先進的な活動の横展

開に繋げるなど、関係者間の更なる連携強化にも努めて参ります。
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② 医療従事者等の認知症対応力向上の促進

【 現状及び今後の取組 】

認知症の早期発見・早期対応、医療の提供等のための地域のネットワークの中

で重要な役割を担う、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護師等に対する認知

症対応力向上研修に加え、かかりつけ医を適切に支援する認知症サポート医の養

成、さらには認知症サポート医のフォローアップのための研修を各関係団体と連

携し、実施しています。

引き続き、各関係団体との緊密な連携のもと、認知症の人を尊重し尊厳を守る

ことの重要性の理解促進にも努めるとともに、医学の進歩や医療・介護提供体制

の変化に対応するため、適宜、必要な見直しを行いつつ、対応力向上の更なる促

進に取り組みます。

③ 介護従事者の認知症対応力向上の促進

【 現状及び今後の取組 】

認知症についての理解のもと本人主体の介護を行い、できる限り認知症症状の

進行を遅らせ、ＢＰＳＤを予防できるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実

践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修を推進して

います。

今後さらに推進するため、ｅラーニングの部分的活用の可能性を含めた、受講

者がより受講しやすい仕組みについて引き続き検討を重ねて参ります。

＊「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の導入

人生の最終段階にあっても本人の尊厳が尊重された医療・介護等が提供される

ことが重要であることから、本人の特性に応じた意思決定支援を行うため策定。

特に認知症等により意思決定に困難を抱える場合には、例えば療養する場所や

延命処置等について、将来選択を行わなければならなくなる場面が来ることを念

頭に、そのあり方について検討したり、多職種協働により、あらかじめ本人の意

思決定の支援を行う等の取組を推進するため、医療・介護従事者への研修での導

入が求められている。

④ 認知症の人の介護者の負担軽減の推進

【 現状及び今後の取組 】

認知症の人と常に接する介護者の負担を軽減し、認知症の人と家族の孤立化を

防止することは、認知症の人の生活の質の維持向上につながります。
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ア 県認知症コールセンター

県では、認知症の人や家族からの相談に応じる県認知症コールセンターを

設置し、正しい知識の提供や精神的なサポートを行い、必要に応じて適切な

関係機関につなげるとともに、出張相談を実施し、センターへの来訪が難し

い地域の方の相談に対応します。

◇認知症コールセンター相談実績 （単位：件）

イ 認知症カフェ

認知症の人と家族、地域の人、専門家が集い、情報共有とお互いを理解し

合う認知症カフェは、県内に６４箇所（令和５年４月時点）あります。

（年度） 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

相談件数    ２９７    ３２５    ４５５    ４３９    ３５３

形態

電話    １９０    １７４  　２５５    ２４５    ２５２

来所    １０２    １４８    １９５    １９１    　９７

その他        ５        ３        ５        ３        ４

若年性認知症に

関する相談

   　９５    １０１    ２０５    ２１５    １８２
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◇認知症カフェ開設状況（令和５年４月現在）

認知症カフェでは、本人と家族が不安な気持ちや今の思いを気軽に相談で

きるだけでなく、本人同士、家族同士のつながりを築く役割もあります。県

では認知症カフェが全ての市町村で設置、継続的な開催ができるよう運営を

支援します。

（４）認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

【 基本的な考え方 】

認知症の人も含め、様々な生きづらさを抱えていても、一人一人が尊重され、

その本人に合った形での社会参加が可能となる「地域共生社会」に向けた取組を

進めることが重要です。

一方で、認知症の人の多くが、認知症になることで、買い物や移動、趣味活動

など地域の様々な場面で、外出や交流の機会を減らしている実態があるため、移

動、消費、金融手続き、公共施設など、生活のあらゆる場面で、認知症になって

からもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けていくための障壁を減らし

ていく「認知症バリアフリー」の取組を推進します。

また、若年性認知症の人が必要な支援を受けられるよう、「若年性認知症支援

コーディネーター」によるサポートと支援機関のネットワークの充実を図ります。
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① 「認知症バリアフリー」の推進

ア 地域支援体制の強化

(ｱ) 「チームオレンジ」の構築

【 現状 】

「認知症施策推進大綱」においては、「認知症サポーター」の量的な

拡大を図ることに加え、養成するだけでなく、できる範囲で手助けを行

うという活動の任意性は維持しつつ、ステップアップ講座を受講した認

知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニ

ーズに合った具体的な支援につなげる仕組み（「チームオレンジ」）が、

地域ごとに構築されるよう支援することが求められています。

現在、１０市町が「チームオレンジ」を設置し、地域の実情に応じた

取組みを進めており、本県では、活動報告会を通じ、各チームの活動を

全県展開へと繋げられるよう、取り組んでいます。

【 今後の取組 】

今後、「チームオレンジ」の整備及び活動を推進するためには、チー

ム活動の「核」として市町村が配置する「コーディネーター」の活動の

質を担保しつつ、整備の推進を図っていくことが重要となります。

このため、コーディネーター養成研修の実施をはじめ、コーディネー

ター活動の基本理念や具体的なマッチングの手法等に関する知識及び技

術等を習得した「オレンジチューター」の養成に取り組むことで、地域

の実情に応じた「チームオレンジ」が各市町村に設置されるよう、側面

的に支援して参ります。
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(ｲ) 認知症の人が安全に外出できる地域の見守り体制づくり

【 現状 】

警察庁が公表した、令和４年中の｢認知症又は認知症の疑いによる行

方不明届出受理件数は、１万８千人を超えており、死亡で発見又は行方不明

のままの件数は、７００件を超えるという結果でありました。本県にお

いては、行方不明のままとなっている方は該当がなかったものの、行方

不明の件数は１１７件、死亡で発見の件数は１件という結果でありまし

た。
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◇認知症又は認知症の疑いによる行方不明者の届出受理件数

（単位：件）

令和３年 令和４年
前年との比較

(Ｒ 3.１.１～Ｒ 3.12.31) (Ｒ４.１.１～Ｒ 4.12.31)

全国 17,636 18,709 1,073

死亡 415 451 36

不明 236 284 48

徳島県 104 117 13

死亡 ４ １ ▲３

不明 １ 0 ▲１

県では、平成２６年に、認知症の人の安全の確保や介護を行う家族の

負担軽減を図るために、県庁内に「徳島県認知症高齢者見守りセンター」

を設置し、認知症サポーターの養成と活躍促進による地域での見守り体制

の強化と、行方不明時にいち早く市町村や関係機関に情報提供を求める仕

組みを整備しました。
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◇徳島県認知症高齢者見守りセンターについて

【 今後の取組 】

認知症の人と家族が地域で安心して暮らしていけるよう、県では、セ

ンターの２つの機能を継続させるとともに、「高齢者等の見守り活動に

関する協定を締結している機関」や市町村、警察等が一同に会する「広

域的見守りネットワーク検討会」を開催し、各地域の取組状況の情報共

有や広域的な取組に向けた検討を通して、関係機関における連携を強化

します。

イ 虐待防止施策の推進

【 現状及び今後の取組 】

第４章－第２節－２－（１）見守り体制の充実・強化に記載

ウ 消費者被害防止施策の推進

【 現状及び今後の取組 】

第４章－第２節－２－（１）見守り体制の充実・強化に記載
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エ 移動手段及び交通安全の確保

【 現状及び今後の取組 】

自動車を運転することができない認知症の人等は地域での生活において、

公共交通機関の利用が必須となりますが、スムーズな利用が難しい側面もあ

ります。

そこで、公共交通事業者と連携して、認知症の人を含む高齢者等と対応す

る職員に対する接遇に関する研修や認知症サポーター養成講座の受講を進め

ていきます。

「交通安全の確保」

第４章－第２節－２－（３）高齢者の交通安全対策の推進に記載

② 若年性認知症の人への支援

【 現状 】

６５歳未満で発症する若年性認知症の人については、働き盛りであるため、

高齢者の認知症とは異なり、本人の就労継続の可否や家族の生活への影響が

大きいことなど、経済的・社会的な問題が数多く発生します。

平成２７年度に実施した「若年性認知症実態調査」において、発症をきっ

かけに約８割の人が仕事を休職・早期退職していること、また、相談先が分

からず、支援になかなか繋がらなかったことが分かりました。

そこで、県では、平成２８年度に若年性認知症支援コーディネーターを配

置し、発症初期の段階から適切な制度やサービスを受けられるよう支援して

います。

また、医療・就労・介護・福祉・障がいの相談支援従事者や企業関係者な

どの関係者からなる検討会を開催し、若年性認知症の人がその症状や環境に

合わせて、可能な限り就労や社会参加が継続できるよう、情報共有や新たな

施策の検討を行っています。

【 今後の取組 】

若年性認知症になっても、その症状に応じた切れ目ない支援を受けること

で、それぞれの地域で自分らしく生活を続けられることが大切です。

このため、発症初期や疑いの時期の若年性認知症の人が早期に支援につな

がるよう、企業の人事担当者や産業保健等の関係者への普及啓発を強化する

とともに、可能な限り就労を継続するため「とくしま希望大使」をはじめと

する認知症の人本人の声や、認知症の人を雇用している企業等の事例紹介を

行います。
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若年性認知症の人の地域での暮らしを支えるために、若年性認知症支援コ

ーディネーターと各市町村や地域包括支援センター、介護・障がい福祉サー

ビス事業所等が連携できるよう、多職種を対象とした研修会を開催し、若年

性認知症支援に関する情報共有を図ります。

また、若年性認知症の人がその症状や社会的立場に応じて、農業や商品の

製造・販売など社会とつながりを持てる活動が可能な居場所づくりを進めて

いきます。

【啓発用リーフレット】 【若年性認知症の人の活動】

③ 社会参加支援

【 現状及び今後の取組 】

認知症になっても自分らしく暮らし続けるためには、これまでの経験を生

かして、それぞれの地域で役割を担い、いきがいをもった生活を送ることの

できる環境を整備することが必要です。

各市町村において、認知症地域支援推進員が中心となり、認知症の人を含

む高齢者等が、希望に応じて様々な地域活動に参加できる環境づくりが進む

よう、先進事例の情報提供等により支援します。
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第３節 地域に応じた持続可能な介護サービス体制の構築

１ 適切な介護サービス基盤の整備

（１）介護給付等対象サービス量の見込み

① 居宅サービス

ア 訪問介護

令和４年度実績で訪問介護は１０７，４２０人／年でしたが、令和８年度に

は訪問介護は１１１，５１６人／年のサービス量を見込んでいます。

なお、介護予防訪問介護については平成２９年度までに地域支援事業（介護

予防・日常生活支援総合事業）に移行しました。

※ 数値は小数点以下を四捨五入しているため、圏域の合計と全県の数値が一

致しない場合がある。以下のサービスも同じ。
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イ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

令和４年度実績で訪問入浴介護は１６，３１２回／年、介護予防訪問入浴介

護は８回／年でしたが、令和８年度には訪問入浴介護は１７，９７０回／年、

介護予防訪問入浴介護は２回／年のサービス量を見込んでいます。
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ウ 訪問看護・介護予防訪問看護

令和４年度実績で訪問看護は３７７，９５８回／年、介護予防訪問看護は５

５，２２７回／年でしたが、令和８年度には訪問看護は４２８，７８８回／年、

介護予防訪問看護は６４，１１０回／年のサービス量を見込んでいます。
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エ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

令和４年度実績で訪問リハビリテーションは３０８，２１７回／年、介護予

防訪問リハビリテーションは６４，０００回／年でしたが、令和８年度には訪

問リハビリテーションは３３８，０４４回／年、介護予防訪問リハビリテーシ

ョンは７０，３８５回／年のサービス量を見込んでいます。
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オ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

令和４度実績で居宅療養管理指導は６１，８２０人／年、介護予防居宅療養

管理指導は３，０９３人／年でしたが、令和８年度には居宅療養管理指導は６

７，４５２人／年、介護予防居宅療養管理指導は３，２７６人／年のサービス

量を見込んでいます。
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カ 通所介護

令和４年度実績で通所介護は９１，２９７人／年でしたが、令和８年度

には通所介護は９３，３００人／年のサービス量を見込んでいます。

なお、介護予防通所介護については平成２９年度までに地域支援事業（介護

予防・日常生活支援総合事業）に移行しました。

また、平成２８年度から、定員１８人以下の小規模な事業所は、地域密着型

通所介護事業所等へ移行しています。
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キ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

令和４年度実績で通所リハビリテーションは６１，２２７人／年、介護予防

通所リハビリテーションは２８，１８４人／年でしたが、令和８年度には通所

リハビリテーションは６６，１５６人／年、介護予防通所リハビリテーション

は２９，９１６人／年のサービス量を見込んでいます。
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ク 短期入所・介護予防短期入所（生活介護及び療養介護）

令和４年度実績で短期入所は４２１，３４９日／年、介護予防短期入所は２，

６４６日／年でしたが、令和８年度には短期入所は４５２，６２２日／年、介

護予防短期入所は２，６９８日／年のサービス量を見込んでいます。
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ケ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

令和４年度実績で特定施設入居者生活介護は１９６人、介護予防特定施設

入居者生活介護は２５人であり、令和８年度は特定施設入居者生活介護は

１９３人、介護予防特定施設入居者生活介護は３１人のサービス量を見込んで

います。
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コ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

令和４年度実績で福祉用具貸与は１６３，４００人／年、介護予防福祉用

具貸与は５０，０２４人／年でしたが、令和８年度には福祉用具貸与は

１７３，５４４人／年、介護予防福祉用具貸与は５３，０４０人／年のサー

ビス量を見込んでいます。
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サ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

令和４年度実績で特定福祉用具販売は２，４８３人／年、特定介護予防福

祉用具販売は９５２人／年でしたが、令和８年度には特定福祉用具販売 は２，

７３６人／年、特定介護予防福祉用具販売は１，３４４人／年のサービス量を

見込んでいます。
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シ 居宅介護支援・介護予防支援

令和４年度実績で居宅介護支援は２４９，２４６人／年、介護予防支援は

７３，２６９人／年でしたが、令和８年度には居宅介護支援は２５７，２４４人／

年、介護予防支援は７６，１８８人／年のサービス量を見込んでいます。
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ス 住宅改修・介護予防住宅改修

令和４年度実績で住宅改修は１，７７５人／年、介護予防住宅改修は

１，１８９人／年でしたが、令和８年度には住宅改修は２，２３２人／年、

介護予防住宅改修は１，４８８人／年のサービス量を見込んでいます。
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② 介護保険施設サービス

計画期間における高齢者人口や要介護（要支援）認定者等の推計を基に、各市

町村が見込んだ介護保険施設ごとの利用者数の積み上げは、次の表のとおりです。

令和６年度は、介護老人福祉施設３，３３５人、介護老人保健施設３，８２４人、

介護医療院８８５人、３施設合計８，０４４人の利用が見込まれます。

令和８年度には、介護老人福祉施設３，３６４人、介護老人保健施設３，

８５４人、介護医療院９１０人、３施設合計８，１２８人の利用が見込まれます。

（単位：人）
東部１ 東部２ 南部１ 南部２ 西部１ 西部２ 全県

介護老人福祉施設 1,217 408 769 211 342 388 3,335
介護老人保健施設 1,797 479 671 198 343 336 3,824
介護医療院 498 118 178 21 23 47 885
計 3,512 1,005 1,618 430 708 771 8,044
介護老人福祉施設 1,229 408 769 211 342 389 3,348
介護老人保健施設 1,808 479 671 198 343 337 3,836
介護医療院 498 118 183 21 30 47 897
計 3,535 1,005 1,623 430 715 773 8,081
介護老人福祉施設 1,243 408 770 211 342 390 3,364
介護老人保健施設 1,824 479 672 198 343 338 3,854
介護医療院 498 118 188 21 38 47 910
計 3,565 1,005 1,630 430 723 775 8,128
介護老人福祉施設 1,356 417 814 174 301 341 3,403
介護老人保健施設 2,012 499 713 168 319 284 3,995
介護医療院 514 120 216 18 38 38 944
計 3,882 1,036 1,743 360 658 663 8,342

令
和
22
年
度

◇介護保険施設利用者数の見込み

区分
令
和
６
年
度
令
和
７
年
度
令
和
８
年
度
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③ 地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、在宅の要介護者に対する、定期的な

巡回訪問、または随時通報を受け、居宅において入浴、排泄、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話を行うとともに、看護師等による療養上の世話等を行

う２４時間対応型のサービスです。

本県ではサービス事業者が平成２９年１２月に初めて開業し、令和８年度に

は１，９０８人／年の利用を見込んでいます。

イ 夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護は、在宅の要介護者に対する夜間の定期的な巡回訪問、

または通報を受け、居宅において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活

上の世話を行うサービスです。

本県ではサービス事業者がないため実績がありませんが、令和８年度には０

人／年の利用を見込んでいます。

ウ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

令和４年度実績で、認知症対応型通所介護は４０，１９１回／年、介護予防

認知症対応型通所介護は２６０回／年でしたが、令和８年度には認知症対応型

通所介護は４６，１３４回／年、介護予防認知症対応型通所介護は４７８回／

年のサービス量を見込んでいます。
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エ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

令和４年度実績で、小規模多機能型居宅介護は８，１６７人／年、介護予防

小規模多機能型居宅介護は１，１０５人／年でしたが、令和８年度には小規模

多機能型居宅介護は８，８３２人／年、介護予防小規模多機能型居宅介護

は１，１８８人／年のサービス量を見込んでいます。
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オ 看護小規模多機能型居宅介護

令和４年度実績で８９９人／年でしたが、令和８年度には９４８人／年のサ

ービス量を見込んでいます。

カ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

令和４年度実績で、認知症対応型共同生活介護は２７，４３３人／年、介護

予防認知症対応型共同生活介護は１０４人／年でしたが、令和８年度には認知

症対応型共同生活介護は２８，６５６人／年、介護予防認知症対応型共同生活

介護は１０８人／年のサービス量を見込んでいます。
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キ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員が２９人以下の特別養護老人ホー

ムであり、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型介護老

人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づい

て行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理及び療養上の世話を行うものです。

令和４年度実績で４９１人の利用でしたが、令和８年度には５２９人の利用

が見込まれます。

ク 地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、通所介護のうち利用定員が１８人以下のもので、平

成２８年４月から施行され、令和４年度実績で２２，７６７人／年でしたが、

令和８年度には２４，５７６人／年のサービス量を見込んでいます。
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（２）介護保険施設等の必要入所定員総数等

介護保険施設等の「必要入所定員総数」については、保険者である各市町村が介

護保険事業計画で見込む利用者数を基に、施設利用者の圏域を越えた利用の状況、

高齢者が地域で自立した生活が継続できる「地域包括ケアシステム」実現に向けた

取組等を勘案して、各圏域ごとに各年度の「必要入所定員総数」等を定めます。

また、「必要入所定員総数」を定める際には、各市町村が特例入所を必要とする

事情や要介護者の入居実態、地域において必要な介護サービス提供を継続するため

の取組といった地域の実情を考慮するとともに、医療計画において掲げられた整備

目標との整合性にも配慮する必要があります。

なお、この「必要入所定員総数」を超える場合には、知事及び市町村長は介護保

険施設等の指定等をしないことができます。

［整備に当たっての考え方］

各年度の各圏域ごとの必要入所定員総数等については、以下の点を考慮しつ

つ、介護給付等対象サービスの量の見込みを基に定めます。

① 本県の７５歳以上人口は令和１２年（２０３０年）頃にピークを迎える

と予測されていること

② 本県の特別養護老人ホームへの入所申込者は全国最少であるが、少なく

ないこと

③ 現状において、本県の介護保険施設等の整備水準が全国トップレベルで

あること

④ 給付と負担が連動する仕組みであることから、施設整備は第１号被保険

者の保険料等に影響があること

⑤ 利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じ、柔軟に居宅と施設の

介護を選択できるような環境整備が必要であること

⑥ 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護保険の適用外

施設についても、地域における高齢者の受け皿となっていること

⑦ 医療と介護の連携を図ること
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◇介護保険施設等の種類ごとの必要入所定員総数

（単位：人）

年度 東部１ 東部２ 南部１ 南部２ 西部１ 西部２ 全県

1,694 490 897 235 275 460 4,051

介護老人福祉施設（広域型） 1,295 480 731 235 275 421 3,437

介護療養型医療施設からの転換 80 0 0 0 0 0 80

地域密着型介護老人福祉施設 319 10 166 0 0 39 534

2,072 514 650 192 342 349 4,119

介護老人保健施設 2,043 474 625 192 342 349 4,025

介護療養型医療施設からの転換 12 0 0 0 0 0 12

医療病床からの転換 17 40 25 0 0 0 82

介護医療院 496 148 192 0 31 88 955

介護療養型医療施設からの転換 316 148 124 0 12 36 636

医療病床からの転換 180 0 68 0 19 52 319

4,262 1,152 1,739 427 648 897 9,125

1,694 490 897 235 275 460 4,051

介護老人福祉施設（広域型） 1,295 480 731 235 275 421 3,437

介護療養型医療施設からの転換 80 0 0 0 0 0 80

地域密着型介護老人福祉施設 319 10 166 0 0 39 534

2,072 514 650 192 342 349 4,119

介護老人保健施設 2,043 474 625 192 342 349 4,025

介護療養型医療施設からの転換 12 0 0 0 0 0 12

医療病床からの転換 17 40 25 0 0 0 82

介護医療院 496 148 192 0 31 88 955

介護療養型医療施設からの転換 316 148 124 0 12 36 636

医療病床からの転換 180 0 68 0 19 52 319

4,262 1,152 1,739 427 648 897 9,125

1,694 490 897 235 275 460 4,051

介護老人福祉施設（広域型） 1,295 480 731 235 275 421 3,437

介護療養型医療施設からの転換 80 0 0 0 0 0 80

地域密着型介護老人福祉施設 319 10 166 0 0 39 534

2,072 514 650 192 342 349 4,119

介護老人保健施設 2,043 474 625 192 342 349 4,025

介護療養型医療施設からの転換 12 0 0 0 0 0 12

医療病床からの転換 17 40 25 0 0 0 82

介護医療院 496 148 192 0 31 88 955

介護療養型医療施設からの転換 316 148 124 0 12 36 636

医療病床からの転換 180 0 68 0 19 52 319

4,262 1,152 1,739 427 648 897 9,125

サービスの種類等

６年度

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

計

８年度

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

計

７年度

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

計
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◇特定施設入居者生活介護（介護専用型等）の指定可能な定員総数

（単位：人）

年度 サービスの種別 東部１ 東部２ 南部１ 南部２ 西部１ 西部２ 全県

６年度 特定施設入居者生活介護（介護専用型） 0 0 0 0 0 0 0

特定施設入居者生活介護（混合型） 167 0 30 0 0 18 215

指定介護療養型医療施設からの転換 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0

計 167 0 30 0 0 18 215

７年度 特定施設入居者生活介護（介護専用型） 0 0 0 0 0 0 0

特定施設入居者生活介護（混合型） 167 0 30 0 0 18 215

指定介護療養型医療施設からの転換 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0

計 167 0 30 0 0 18 215

８年度 特定施設入居者生活介護（介護専用型） 0 0 0 0 0 0 0

特定施設入居者生活介護（混合型） 167 0 30 0 0 18 215

指定介護療養型医療施設からの転換 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0

計 167 0 30 0 0 18 215
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（３）介護サービス等の充実

【 現状・課題及び今後の取組 】

① 身近な日常生活圏域における介護サービスの充実

高齢者ができるだけ住み慣れた地域や自宅で、自立した生活を送ることができ

るよう、また高齢者の多様な価値観やライフスタイル、心身の状況などに応じた

様々なサービスの選択ができるよう、日常生活圏域における身近な介護サービス

の充実を図る必要があります。

要介護者等がリハビリテーションの必要性に応じてリハビリテーションサービ

スを利用できるよう、医療保険で実施する急性期・回復期のリハビリテーション

から、介護保険で実施する生活期リハビリテーションへ、切れ目のないサービス

提供体制を維持します。

重度者をはじめとした要介護者の在宅生活を支えるため、２４時間対応の「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護」や、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組

み合わせて提供する「看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）」など、

地域に密着した在宅サービスの確保を図ります。

さらに、「看護小規模多機能型居宅介護」は、主治医との密接な連携の下、通

い・泊り・訪問における介護・看護を利用者の状態に応じて柔軟に提供する地域

密着型サービスとして、退院直後の利用者や看取り期など医療ニーズの高い中重

度の要介護者の在宅での療養生活を支える重要なサービスとして期待されている

ことから、県内保険者に対し更なる普及を図るとともに、区域外の高齢者であっ

ても必要なサービスを利用しやすくなるよう、国と連携を図りながら環境整備に

努めます。

今後とも、医療の必要性の高い要介護者に対応するため、主治医等との連携を

強化した効果的なケアマネジメントを実施し、医療と介護が一体となった在宅サ

ービスの提供を図っていきます。

② 施設における生活環境の改善（ユニットケア化、個室化）

高齢者が介護を要する状態になっても、居宅サービスや地域密着型サービスを

利用することにより、可能な限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続で

きるように支援を行う一方、やむを得ない事情により居宅での生活が困難となっ

た要介護者が介護保険サービスで入所できる施設として「介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）」、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」の３種類の施設

が整備されています。

これらの施設においては、高齢者が尊厳を保ちながら、心豊かに暮らすことが

できる生活環境の整備を図ることが必要です。
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このことから、施設サービスについては、集団処遇的なサービス提供のあり方

から、できる限り在宅に近い生活と、入居者一人一人の生活を尊重した個別ケア

が実現できるよう、「個室」や少人数の家庭的な雰囲気の中で、生活できるスペ

ースを備えたユニットケアを実施する「ユニット型施設」の整備について、高齢

者のニーズや地域の状況等を踏まえ推進します。

（４）共生型サービスへの対応

【 現状・課題 】

障がい福祉制度と介護保険制度において、それぞれ様々なサービスが設けられて

いますが、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介

護保険サービスの利用が優先されるため、従来から障がい福祉サービス事業所を利

用していた障がい者が高齢者となった場合に、使い慣れた事業所を利用し続けられ

ないことや、高齢化が進み人口が減少する中でサービスの提供に当たる人材の確保

の課題がありました。

このような状況を踏まえ、障がい者が６５歳以上になっても、使い慣れた事業所

においてサービスを利用しやすくするという観点や、福祉に携わる人材に限りがあ

る中で、地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を

行うという観点から、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイサー

ビスなどについて、高齢者や障がい者が共に利用できる「共生型サービス」が創設

されています。

さらに、これまで障がい福祉サービスを利用してきた障がい者が介護保険サービ

スを利用する場合や、障がい福祉サービスと介護保険サービスを併給する場合等に

おいては、相談支援専門員とケアマネジャーが利用者の状態やサービスの活用状況

等について情報共有を図るなど、緊密な連携を行うことが必要となるため、相談支

援専門員とケアマネジャーが支援に必要な情報を共有できるよう両者の連携を進め

ていくための見直しが行われています。

【 今後の取組 】

共生型サービスについては、高齢者、障がい者等に十分な情報提供と説明を行っ

ていくとともに、共生型サービスの対象となる福祉サービスを実施する障がい福祉

サービス事業所に対し、制度の趣旨や内容の周知を行っていきます。

また、障がい福祉サービスにおいても同様に共生型サービスが位置付けられたこ

とから、共生型サービスの対象となる福祉サービスを実施する介護保険サービス事

業所に対しても、制度の趣旨や内容の周知を行っていきます。
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（５）高齢者の多様な生活拠点の整備

【 現状・課題及び今後の取組 】

① 養護老人ホーム

「養護老人ホーム」は、６５歳以上の高齢者であって、家族や住居の状況から

在宅での生活が困難であり、かつ経済的理由により他の施設を利用できない人や、

高齢者虐待に伴い養護を必要とする人を、市町村による措置により入所していた

だく施設です（老人福祉法第２０条の４）。

平成１８年４月からは、入所者が介護保険による居宅サービスを受けることが

できるようになるなど、介護の必要な方への対応も行われています。

「養護老人ホーム」は、近年、建物の老朽化等により建て替えが必要とされる

施設も増加しており、市町村立の施設等における、建て替えの検討の中で、行政

サービスのあり方も含めた運営形態の見直しを行う例も少なくなく、施設の民営

化等も進んでいます。

また、「養護老人ホーム」では、高齢者の自立による社会復帰を支援するとと

もに、要介護状態等となった入所者に対して、介護保険サービスが円滑に受けら

れるように、居宅介護支援事業者等との連携が必要です。

本県は、市町村や設置主体に対して、高齢者虐待や居住状況、経済的問題など

を抱えた高齢者の住居を確保するための円滑な入所措置や、入所者の要介護状態

の変化に対応した支援が適切に行われるよう指導するとともに、建て替えに当た

っては高齢者の居住により適した施設となるよう必要な指導・助言を行います。

今後の施設整備に当たっては、現在の施設の利用状況及び「市町村老人福祉計

画」を考慮し、当面、現状程度の入所定員とします。

② 軽費老人ホーム

ア 軽費老人ホーム（従来のケアハウス）

「軽費老人ホーム」は、低額な料金で、身体機能の低下等により日常生活に不

安のある６０歳以上の高齢者に入所していただき、食事や入浴等のサービスを提

供する施設です（老人福祉法第２０条の６）。

近年、入所者の高齢化等に伴い増加している要介護状態等となった入所者に対

して、介護保険サービスが円滑に受けられるように、居宅介護支援事業者等との

連携が求められています。

本県は、法令等に基づく適正な施設運営がなされるよう、必要な指導・助言を

行います。

軽費老人ホームの整備状況については、全国でも高い水準にあり、現在の施設

の利用状況や「市町村老人福祉計画」との整合性を考慮して、現状の定員を維持
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することとします。

なお、現存の経過的軽費老人ホームの建て替えに伴い、軽費老人ホーム（従来

のケアハウス）へ転換する場合は、その基準に適合することを条件として、当該

建て替えに伴う新規整備のみ考慮します。

イ 経過的軽費老人ホーム（従来の軽費老人ホームＡ型）

「経過的軽費老人ホーム」は、在宅での生活に不安のある方を、低額な料金で

入所していただき、食事や入浴等のサービスを提供する施設です。

平成２０年６月１日に施行された「設備運営基準」により、従来あったＡ型、

Ｂ型及びケアハウスの３つの類型がケアハウスの基準に統一され、Ａ型、Ｂ型の

施設は、建て替えを行うまでの「経過的軽費老人ホーム」とされました。これに

より、新たな整備は認められなくなりました。

施設の老朽化が進み、建て替えや大規模修繕が必要な施設もありますが、軽費

老人ホーム（Ａ型）は、建て替えを行う場合は「軽費老人ホーム（従来のケアハ

ウス）」に転換する必要があります。なお、Ｂ型の軽費老人ホームはありません。

本県は、法令等に基づく適正な施設運営や軽費老人ホーム（従来のケアハウス）

への円滑な転換ができるよう指導・助言を行います。

③ 有料老人ホーム

「有料老人ホーム」は、高齢者向けの居住施設の一つであり（老人福祉法第２９条）、

契約に基づき、入所者に対し入浴や食事などのサービスの提供を行います。

平成１７年９月に県内で初めて開設されて以来、令和５年３月末時点で７１施設

（２，３３４床）が開所しています。

有料老人ホームには、介護サービスの提供を必要とする入居者もいることから、

入居者の要介護度に合わせて「介護付施設」は施設自ら、また、「住宅型有料老人

ホーム」は居宅サービス事業所から必要な介護サービスが提供されます。

民間資本による急速な施設整備、入居者数の増加が進む中、安定・継続した施設

運営が望まれること。また、地域における多様な介護ニーズの受皿としての役割が

求められることから、県では、平成２０年に「徳島県有料老人ホーム設置運営指導

指針」を定め、事業者からの報告や定期的な立入検査を実施し、適切な施設運営が

なされるとともに、入居者の権利保護や法令遵守が徹底されるよう努めています。

「有料老人ホーム」のサービス提供は、契約書に基づき行われるものであるため、

契約を行う前の説明及び契約内容に沿った適正なサービスの提供が必要であり、入

所者保護の観点からも「設置届出」提出の徹底、及び「県指針」に基づく運営指導

が重要となります。
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新規参入事業者も増加しており、県は、入居者に対して契約に基づいた適切な介

護サービス等が提供されることはもとより、入所者の必要な介護に応じたサービス

等が提供されるよう、サービス等内容に応じた入所者状況や職員の配置、個人情報

の取り扱いや災害時を含む緊急時の対応など施設の管理状況、入居契約の内容や重

要事項の定め、苦情や事故発生時の対応状況、虐待防止や身体拘束の廃止など入居

者の権利擁護、金銭の管理や職員研修の実施など施設運営や入居者処遇に係る内容

について定期的な施設への立入検査の実施等による指導・助言を継続します。

④ シルバーハウジング

「シルバーハウジング」については、高齢単身・夫婦世帯等の増加に対応する高

齢者向け公営住宅として、整備を推進した結果、令和５年３月末時点で１２６戸

（県営住宅１０９戸、市営住宅１７戸）が確保されています。

今後とも、「生活援助員」が見守りや生活相談に対応する、公的な賃貸住宅であ

る「シルバーハウジング」の供給に努めます。

⑤ 生活支援ハウス

「生活支援ハウス」は、主に過疎地において、高齢者の自立した生活を支援する

ために、「介護・居住・地域交流」を総合的に提供する施設（平成１２年９月２７

日付け厚生省老人保健福祉局長通知「高齢者生活福祉センター運営事業の実施につ

いて」）です。

「居住部門」の施設として「デイサービスセンター」に併設されており、平成１

７年度からは市町村単独事業として運営が続けられています。

高齢者が地域において生活を継続できるよう、市町による円滑な入居手続、介護

サービスの提供がなされる必要があります。

本県は、円滑な入居手続、入居者にデイサービス等の介護サービスが円滑に提供

されるよう助言・指導を行います。

⑥ サービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、「バリアフリー化された住宅」と、安否

確認や生活相談といった「居住支援サービス」を組み合わせた住宅として、県の登

録を受けた民間賃貸住宅です（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条（サー

ビス付き高齢者向け住宅事業の登録））。

また、登録された住宅の情報は、専用のホームページにおいて、広く情報提供さ

れます。

バリアフリー構造に加え、「介護の有資格者」等の配置が義務づけられており、
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住宅・介護の両面から高齢者の入居に適した住まいであることから、「地域包括ケ

アシステム」の一翼を担う存在として期待されており、施設の整備に当たっては補

助金・税制面での優遇措置が講じられています。

居宅サービス事業所を併設している場合や、有料老人ホームにも該当する場合が

ほとんどであり、入居者の要介護度に合わせて、居宅サービス事業所から必要な介

護サービスが提供されていることから、地域の多様な介護ニーズの受皿としての役

割も求められています。このため、県では福祉部局と住宅部局が連携し、指導監督

手法の多様化及び重点化・効率化を図りつつ、入居者に対して契約に基づいた適切

な介護サービス等が提供されることはもとより、入所者の必要な介護に応じたサー

ビス等が提供されるよう、サービス等内容に応じた入所者状況や職員の配置、個人

情報の取り扱いや災害時を含む緊急時の対応など施設の管理状況、入居契約の内容

や重要事項の定め、苦情や事故発生時の対応状況、虐待防止や身体拘束の廃止など

入居者の権利擁護、金銭の管理や職員研修の実施など施設運営や入居者処遇に係る

内容について定期的な施設への立入検査の実施等による指導・助言を継続します。

⑦ セーフティネット住宅

「セーフティネット住宅」とは、平成２９年の「住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律」の改正に伴い制度化された住宅で、高齢者等の「住

宅確保要配慮者」の入居を拒まないものとして登録された民間賃貸住宅です。（住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第８条（住宅確保要配

慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録））。

賃貸住宅の賃貸人が、県に住宅を登録することができ、その登録された住宅の情

報は、専用のホームページにおいて、住宅確保要配慮者の方々に広く情報提供され

ます。

登録にあたっては、各住戸面積等の規模や設置が必要な設備の基準、耐震性能基

準などが要件化されており、入居者が安心して暮らせる住宅が多く登録されること

が期待されることから、バリアフリー化などの住宅改修に係る補助等の支援策が講

じられています。

また、住宅確保要配慮者の入居の円滑化に関する措置として、居住支援法人等に

よる入居相談その他支援の取組も進められております。

県は、登録住宅の設置者に対しては、適切な住宅運営がなされるよう指導・監督

を行うとともに、セーフティネット住宅の普及に努めます。
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（６）介護施設等の防災・減災対策の強化

【 現状・課題 】

今後３０年間に７０％～８０％の確率で発生が予想されている「南海トラフ巨大

地震」のように、広域かつ深刻な災害が発生した場合、災害弱者である高齢者又は

高齢者が利用する介護施設等においては、甚大な被害が予想されることから、介護

施設等の減災・防災対策の推進は緊急かつ重大な課題となっています。

また、災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供でき

るよう、業務継続に向けた計画を策定し、研修や訓練を実施する等、日頃から災害

発生時に備えておくことも必要となります。

加えて、介護施設等においては、災害時に援助を要すると予想される多くの方々

が利用しており、災害時には自らの被害を最小限にとどめ、利用者の安全確保を図

るための防災・減災体制の整備を行うとともに、被災された在宅要配慮者等の緊急

的受け入れ場所としての役割を果たすことも期待されています。

このため、各施設においては、非常災害に関する計画を立て、利用者の避難誘導、

災害時の職員の役割分担、緊急時の連絡体制等を定めるとともに、「防災訓練」、「消

防用設備の定期点検」、「非常用食料等の備蓄」等を実施しているほか、「ＢＣＰ（業

務継続計画）」を策定しています。また、土砂災害、浸水等の災害発生の予想区域

にある施設では、気象情報の収集や関係機関との連携体制の整備も行っています。

本県においては、これまでも、「徳島県地域防災計画」、「「とくしま－０作戦」地

震対策行動計画」、「災害時要援護者支援対策マニュアル」等を定めて、災害に強い

施設づくりの推進、地域住民や防災関係機関等の連携による防災体制の整備等を推

進してきたところです。

また、令和元年度には、大規模災害時における要配慮者に対する円滑な福祉支援

を目的として福祉関係団体と「徳島県災害福祉支援ネットワーク会議」を設置し、

福祉専門職により編成された「徳島県災害派遣福祉チーム」を発足させています。

さらに、介護施設・事業所に対し、自然災害が発生した場合であっても、介護サ

ービスが安定的・継続的に提供されるよう、ＢＣＰ（業務継続計画）の策定や訓練、

研修が令和６年度から義務化されたことから、ＢＣＰ（業務継続計画）の策定に向

けた研修会を実施するとともに、災害時に被災状況や救援物資、人材の必要数等を

一元的に共有できる「災害時情報共有システム」活用した机上訓練などを実施しま

した。

【 今後の取組 】

本県は、介護施設等に対し、災害による被害を最小限にとどめるための事前防災

への取組支援や、各施設における激甚化・頻発化する自然災害や南海トラフ巨大地



- 134 -

震などを想定した防災研修や訓練の実施、防災計画やＢＣＰ（業務継続計画）のバ

ージョンアップ等の支援、社会福祉施設等も含めた合同訓練の実施や研修の充実、

関係機関との連絡調整会議の開催による情報共有を図り、「介護福祉コーディネー

ター」の活動の機能強化を進めます。

更に、大規模災害発生時、福祉関係団体とのネットワークにより、「徳島県災害

派遣福祉チーム」が災害時要配慮者に対して円滑に福祉支援を行えるよう、研修や

訓練の取組みを実施することにより、チーム員の知識及び技能の向上を支援します。

（７）介護施設等の感染症対策の強化

【 現状・課題 】

介護保険施設等における感染症の集団発生は、利用者の生命に関わる重大な結果

をもたらすことから、感染対策の指針及びマニュアルの整備、感染対策委員会の設

置や感染症に係る研修の実施など、施設における感染管理体制整備が行われてきま

した。

一方、令和元年度から感染がまん延してきた新型コロナウイルス感染症をはじめ、

介護事業所等において感染症のクラスターが発生した場合には、介護従事者の確保

など介護サービスの提供を継続するための取組が必要となり、感染症発生時に備え

た体制の構築が求められています。

【 今後の取組 】

① 事業所等が策定する感染症対策の定期的な指導

感染症発生時に備え、日頃から保健所等と連携し、発生想定訓練の実施や感染

拡大防止策の周知啓発等、平時からの事前準備を行うことが重要です。

このため、運営指導等において、感染症発生時対応マニュアルの運用状況や感

染対策委員会の開催状況等、事業所等の感染症対策を定期的に確認するとともに、

介護事業所等の職員が感染症に対する理解や知見を有した上で業務に従事するこ

とができるよう、感染症に対する研修や訓練の実施状況について継続して確認す

るとともに、適切な対策について指導を行います。

② 感染症発生時のサービス継続計画策定の支援

感染症が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を

構築するため、引き続き、感染拡大防止に向けた研修や感染防護具等の着脱訓練

の実施、それを踏まえた各種感染症対策計画やＢＣＰ（業務継続計画）のバージ

ョンアップ等の支援を行います。
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③ 感染症発生時に備えた応援体制の構築等

介護事業所等の運営主体は、市町村や保健所、協力医療機関等と連携した支援

体制を整備し、感染症発生時に備えた事業所間の相互応援体制の仕組みを活用し、

人材確保策を進めます。

本県は、介護事業所等における感染防護具、消毒液その他の感染症対策に必要

な物資や抗原検査キットの備蓄・調達・プッシュ支援を引き続き行います。

また、次の新興感染症の発生に備えて、平時から地域の医療機関や高齢者施設、

介護サービス事業者等の関係者間の連携強化に努めます。
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２ 介護人材の確保及び生産性向上に向けた取組の推進

（１）介護人材の必要数の推計

【 現状・課題及び今後の取組 】

本県において将来必要となる介護職員数については、サービス見込量から推計する

と令和８年において１５，８２１人、令和２２年において１６，７３５人と見込まれ

ます。

一方、新たに入職される方や再就職される方など、供給可能な介護人材は令和８年におい

て１５，０７８人、令和２２年においては１４，８６３人であり、それぞれ７４３人、

１，８７２人の介護職員が不足することが予想され、介護人材の需要と供給の両方を

視野に、介護人材の確保・育成方策を検討することが重要です。

県では、介護人材の不足が生じないよう、各種施策に取り組みます。

※今後の政策効果は見込んでいない。
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＜介護職員の需給推計とは＞

介護職員の需給推計は、「需要推計」と「供給推計」からなっています。

「需要推計」は、国が行う「介護サービス施設・事業所調査」から得られた

サービス別の利用者数や介護職員等の数を基に、推計に用いる「利用者１００

人当たりの介護職員配置率」を算出し、介護保険事業計画において市町村が見

込む将来の介護サービス等利用者数を掛け合わせることで、介護職員の需要数

を推計しています。

「供給推計」は、これまでの全国的な離職率や介護分野への再就職率、本県

における福祉人材センター等からの入職者数などの傾向を踏まえ、現状のまま

推移するとどの程度の介護職員の供給数が見込めるのかを推計しています。

（２）介護人材の確保に向けた取組

【 現状・課題 】

高齢者が、可能な限り希望に沿った生活をしていくためには、その能力に応じて

自立した生活を支えられるよう、地域の実情を熟知した地域住民等が中心となり、

その地域の生活文化や日常生活習慣等に合った介護サービスが提供できる体制を整

える必要があります。

しかしながら、７５歳以上の高齢者が占める割合が高い一方、現役世代の人口が

急減する状況下において、地域内で安定的に質の高い労働力を確保することが非常

に難しくなってきております。

県では、これまでも、福祉・介護分野における人材確保の厳しい状況を踏まえ、

小学生から主婦層まで幅広い層を対象に、福祉・介護体験や介護ロボット体験、セ

ミナー等の開催による福祉・介護人材の参入促進を図ってきたほか、福祉人材セン

ターにおいて、施設・事業所の求人ニーズの把握と求職者の適性の確認、就業後の

フォローアップまでを実施する福祉・介護人材マッチング機能の強化を図ってきた

ところです。

教育現場においても、高齢者への関わり方の理解を深めることを目的に、高齢者

福祉施設を訪問するなど、児童・生徒と高齢者との交流の機会を設けたり、キャリ

ア教育の一環として実施するインターンシップにおいて、福祉・介護職場での実習

を行うなど、介護への興味・関心を深める取組を行っています。

また、介護現場における「アクティブ・シニア」の更なる活躍を具現化するため、

シニアに適した業務を切り分け、現役介護職員と「業務シェア」する仕組み「介護助

手制度」（平成 29年度創設）の普及・定着を図ることにより、シニアの介護現場へ
の新規参入やいきがいづくり、介護現場の労働環境改善に取り組んでいます。
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さらに、外国人材に関しては、経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士

候補者に対する、介護分野の専門学習への取組を支援してきたところですが、外国

人介護人材の在留資格が増え、それぞれの資格や能力に対応した支援が求められて

いることに加え、介護福祉士国家資格の取得に向けた、学習支援等の環境の整備に

ついても求められています。

今後、労働力人口の不足による介護人材不足が懸念される状況において、必要な

人材の確保を図るため、限られた人材の有効活用に加え、人材の裾野の拡大や他業

種からの参入促進や潜在的有資格者の活用、外国人介護人材の受け入れ環境の整備

等の新たな取り組みが求められています。

【 今後の取組 】

① 介護人材の裾野の拡大

介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に関わる上で知

っておくべき基本的な技術を学び、介護業務への不安を払拭することで、介護人

材の裾野拡大を図る「入門的研修」を実施し、学生、主婦等の一般の方をはじめ、

企業への出前講座によるリタイヤ後を見据えた現役世代の受講促進や、教員向け

研修による学生への介護教育支援を行います。

また、学生、主婦等の一般の方を対象としたセミナーの開催、県外人材の獲得

に向けたＵＩＪターンの取組の推進、介護福祉士養成施設の学生への修学資金貸

付など、将来にわたって福祉・介護人材の安定的な確保を目指す参入促進事業を

実施します。

さらに、現場で働く若手職員を「アンバサダー」として委嘱し、ＳＮＳを活用

した業務の魅力ややりがいを発信するとともに、県内の福祉関係養成校、職能団

体、ハローワーク、行政等の関係機関との積極的な情報交換や連携、「福祉人材

センター」を活用した地域ごとでの福祉人材の育成・マッチングの強化を図りま

す。

② 他業種等からの参入促進

離職した介護福祉士など潜在的有資格者を対象とした再就業支援を実施するほ

か、今後も更なる他業種からの新規参入を図ります。

③ 外国人人材の養成・確保

介護福祉士資格の取得を目指す外国人介護人材を支援するため、日本語学習へ

の補助や、介護施設を対象とした外国人留学生への奨学金補助、外国人材受入セ

ミナーの開催など、外国人介護人材受入補助事業を実施し、外国人人材の円滑な
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介護施設への就労を促し、外国人人材の養成・確保を図ります。

併せて、外国人介護人材採用のノウハウを有しない事業所の人材確保を支援す

るとともに、採用にあたっての情報提供から定着支援に至るまで一連のサポート

を実施することで、外国人人材の円滑な就労、定着を図ります。

④ 介護助手制度の展開

シニアの介護現場の新規参入による担い手の創出により、「介護現場の負担軽

減」や「離職防止」、現役介護職員が専門業務に専念することによる「サービス

の質の向上」を促進します。また、介護助手制度が展開され、シニアが活躍する

環境が整えられることで、「いきがいや健康づくり」、「介護予防」など、多方面

の効果が期待できるものであることから、広く介護現場への普及・定着を促進し

ます。

◇介護助手の業務内容（一例）

＜配膳の準備＞ ＜車椅子のメンテナンス＞

（実施目標） （単位：人）

目 標 項 目 Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

「介護助手」の雇用人数（累計） 286 340 370 400

⑤ その他

「徳島県地域包括ケア推進会議」に設ける「人材確保部会」において、地域間の

状況や人材確保に向けた課題などを共有・協議し、連携を行うとともに、地域医療

介護総合確保基金を活用し、地域における介護人材の確保・定着に関する事業の支
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援に努めます。

（３）介護人材の職場定着支援

【 現状・課題 】

介護人材の不足が見込まれている状況において、限られた人材を有効に活用する

ためには、介護人材の確保に加え、定着のための取組が求められています。

介護人材の処遇に関しては、これまでも、賃金水準の低さに起因する離職率の高

さが問題視されてきました。また、介護現場においては、通常の介護業務の他に、

請求や記録などの文書作成、更には新型コロナウイルス感染症を契機とし、感染症

対策を行いながらのサービス提供など、これまでよりも一層業務の負担が増えてい

ます。

本県では、これまでも、「介護職員等処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改

善加算」など、介護職員の処遇の改善の仕組みづくりに関する積極的な政策提言や、

関係団体と連携した処遇改善取得に向けた事業所への支援、介護現場への介護ロボ

ットの導入支援、更には、介護現場の従事者が、キャリアアップ研修を受講する際

の代替要員の配置を支援するなど、職員の処遇改善や質の向上を支援する取組みを

行ってきたところです。

今後は、定着促進や離職防止のために、文書事務の軽減や、業務の効率化、働き

やすい職場環境の整備等を行い、介護の仕事の魅力向上、介護職員が仕事を続けら

れる意欲の向上等を図る必要があります。

【 今後の取組 】

① 介護職員の処遇改善

勤続年数や経験が適切に評価される人事給与制度の導入等、介護職員のキャリア

パスに関する仕組みづくり、勤務条件の見える化による更なる処遇改善を促進しま

す。

また、介護サービス事業所等に対し、介護職員の賃金水準向上のための「介護職

員等処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改善加算」等の加算の積極的な取得を

促すとともに、加算の算定方法やキャリアパスの策定方法等、加算取得のための事

業所向けセミナーの開催支援など、関係団体と引き続き連携を図りながら、介護職

員の処遇の改善に向けた取組を行い、介護人材の職場定着を図ります。

② 文書事務の軽減

介護現場の業務負担を軽減し、介護業務へ専念しやすい環境づくりを支援するた

め、行政機関へ提出する指定申請や報酬請求、指導監査に関する文書等について、
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国において、書類の簡素化や標準化、ペーパーレスの推進、電子申請届け出システ

ムの使用の基本原則化する方針が示されました。

県においては、各保険者と連携を図りながら、介護サービス事業所等の事務負担

軽減や生産性の向上に資する取組を引き続き推進していきます。

③ 介護情報の利活用

利用者に関する介護情報等は、各介護事業所や各自治体等に分散しており、今後

この介護情報の利活用を通して、介護レセプトや要介護認定等情報の収集分析に加

え、これらの情報で把握できない具体的なケアの内容や心身の状態の変化に係るデ

ータを収集・分析し、科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護を実現するこ

とを目指すとされています。

こうしたことから、令和３年度より LIFE（科学的情報システム）の運用が開始
され介護報酬の一部の加算とされ、LIFE に入力された情報を事業所や利用者にフ
ィードバックし、自立支援や重度化防止に資する取組がなされていることから、事

業所等への積極的な取得に向けて普及していきます。

今後は、多様な主体が共同して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステム

を深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等が介護情報等を

電子的に閲覧できる情報基盤の整備を目指し、関係者との連携を強化を図っていき

ます。

④ 介護ロボット・ＩＣＴを活用した業務効率化

介護職員の業務負担の軽減や業務の効率化を行い、介護職員の職場への定着を促

進するため、介護ロボットの導入支援をはじめ、業務を一元管理するシステムの導

入や、業務補助ソフトの導入、タブレット端末の活用といった、ＩＣＴの導入を支

援します。

また、このように、介護現場へのデジタル化導入を促進することにより、福祉の

現場における効率的かつ生産性の高い働き方を導入・浸透させ、質の高いサービス

の提供を支援します。
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（４） 介護現場の生産性向上に向けた取組の推進

【 現状・課題 】

介護現場においては、慢性的な人手不足が課題となっていることから、ＩＣＴや

介護ロボットといったテクノロジーを活用し、業務の改善や効率化を進めることで

職員の業務負担軽減を図るとともに、生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に

充てて介護サービスの質の向上に繋げていく介護現場の生産性向上を一層推進して

いく必要があります。

県においては、これまでも介護現場へのＩＣＴや介護ロボットの導入を促進する

ため、介護サービス事業所等への支援を行ってきましたが、今後は機器導入の支援

だけでなく、介護サービス事業所等からの生産性向上に関する相談に対し、他機関

と連携しながら、県の主導により総合的な支援に努めることも求められています。

【 今後の取組 】

県の主導により、関係団体や有識者からなる協議の場を設け、地域における介護

現場の課題に即した対応方針等を示すとともに、生産性向上に係る取組を一括して

実施するための支援体制を構築することにより、介護現場の生産性向上の促進に資

するワンストップ型の総合的な支援を行います。

（５）介護人材の養成・専門性の向上

【 現状・課題及び今後の取組 】

① 介護支援専門員

「介護支援専門員」は、要介護者等が自立した日常生活を営めるようにするため、

その希望や心身の状況等を把握し、適切な介護サービスが利用できるよう、市町村、

居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う者です。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大により修了者人数に変動があったものの、６，９５８名（令

和４年度末までの県内登録者数）が活躍できる状況にあります。

◇介護支援専門員の養成状況 （単位：人）

区 分 Ｈ12年度末 Ｒ元年度末 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ４年度末

累 計 累 計 修了者 修了者 修了者 累 計

実務研修修了者 ２，５５４ ６，７０８ ７ １７５ ６８ ６，９５８

また、「主任介護支援専門員」は、他の「介護支援専門員」に対する助言・指導
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により介護職員等の専門性・技術の向上を図るとともに、施設内でのチームワーク

体制の充実強化について指導・助言します。

③ 訪問介護職員等

急速な高齢化等の進行に伴い、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者の増加が見

込まれる中で、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、訪問による介護

サービスの充実は不可欠であり、訪問介護事業所における人材確保、資質の向上が

重要となります。

一方で、介護に従事しようとする者が、施設・在宅を問わず幅広く働くことがで

きるようにするためには、基本的な知識や技術の習得が必要です。

このため、介護職員として働く上で基本となる知識・技術を習得する研修として

の「介護職員初任者研修課程」や、訪問介護の生活援助中心型サービスに従事する

者の裾野を広げる「生活援助従事者研修」の円滑な実施を支援し、介護人材の安定

的確保・専門性・技術向上を図ります。

さらに、訪問介護員等として必要な研修や資質向上のための研修を着実に受講す

ることで、やりがい創出や賃金アップにつながるよう、あらゆる機会を通じて研修

内容を周知するとともに、訪問介護員等の養成・専門性の向上に向けた更なる環境

整備を図って行きます。

◇介護員養成研修修了者数（単位：人）

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年 令和４年 計

まで(累計)

介護職員初任者研修課程 ３，２７０ ３０２ ３１８ ２８０ ４,１７０

生活援助従事者研修課程 ５１ ２２ ９ ５ ８７

（６）地域包括支援センター職員の専門性の向上

【 現状・課題 】

「地域包括支援センター」が、「地域包括ケアシステム」の中核機関としての機

能を発揮していくためには、医療・福祉・介護サービス等を適切にコーディネート

する機能の強化と、「地域包括支援センター」に所属する保健師・社会福祉士・主

任介護支援専門員などの各々の専門職が、連携・協働の体制を作り、業務全体をチ

ームとして支えていくチーム力の向上が必要となります。
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【 今後の取組 】

「主任介護支援専門員研修」や「介護予防支援従事者研修」を実施したり、「地

域包括支援センター職員」の専門性・技術向上やチーム力向上のための取組を支援

します。

また、在宅医療・介護連携を推進するため、地域包括支援センターの職員等が必

要となる医療知識等を習得する研修を行うとともに、医療機関に設置されている地

域連携の窓口（地域医療連携室等）と地域包括支援センター職員等との意見交換等

を実施します。

◇事業実績

研 修 名 Ｈ１８実績 Ｒ３実績 Ｒ４実績

主任介護支援専門員研修 ６６人 ４６人 ５２人

介護予防支援従事者研修 ８２０人 ２９人 ３５人

（７）徳島県介護実習・普及センターの機能の充実

【 現状・課題及び今後の取組 】

「徳島県介護実習・普及センター」では、「高齢社会は県民全体で支えるもの」

という考え方の啓発や、高齢者介護の実習等を通じた地域住民への在宅介護におけ

る知識・技術の普及、新しい介護機器の普及、相談体制の整備に取り組んでおりま

す。また、在宅介護を支える訪問介護員等の業務の中で日々直面する個別の問題に

対し、適切にサービスが提供出来るための介護技術の向上や、質の高いサービス提

供責任者の養成など、介護分野において人材養成に欠かすことのできない役割も担

っております。

一方、近年では在宅介護の重要な役割となる訪問介護員などのニーズが高まって

おり、住み慣れた地域や在宅での暮らしを支える介護サービスへの提供体制につい

ての対応も必要となっております。そのため当該センターの機能を十分に活かした

訪問介護員の魅力発信・啓発に取り組むほか、介護知識・技術の基礎や応用、困難

事例への対応等にかかる講座開催等を通して、「訪問介護員」等の専門性・技術向

上を図るなど、訪問介護計画に基づく適切な訪問介護サービスが行えるよう、当該

センターのさらなる充実を図ります。

また、引き続き、介護機器の展示などによる介護ロボットの普及促進や、VR 等
を用いた若者向け体験講座の実施など、「徳島県介護実習・普及センター」の機能

を十分に活かしながら、介護職を魅力ある職種とし、未来の介護現場における人材

の育成を図るなど、安心して暮らすことのできる高齢社会の一翼を担う事業展開を

目指します。
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① 養成力の確保

本県における看護職員の資格取得課程は、８校１３課程（入学定員６６６名、

令和５年４月現在）で養成を行っており、県内の各養成施設と連携を図りながら、

教育の充実及び看護教員・実習指導者の専門性・技術の向上に努めます。

さらに、将来の訪問看護職員の人材確保のために、養成施設と連携を図り、効

果的な在宅看護授業プログラムの検討や取組を推進します。

② 県内定着の促進

将来、県内で働く意思のある看護学生に対して、修学資金を貸与し、新卒者の

県内定着を促進するとともに、看護職員の定着、離職防止を図るため、病院内保

育所運営の支援をはじめとした勤務環境の改善の取組を推進します。

③ 就業の支援

県ナースセンターを拠点として、医療・福祉施設等への就職希望者に対し、求

人情報を提供するとともに、離職者等の届出制度の円滑な運用、潜在看護職員の

ための実務研修の実施等、再就業、復職支援を強化します。

④ 専門性・技術の向上

新卒者を含む看護職員が最新の知識や技術を修得し、より良い看護が提供でき

るよう、関係機関との連携のもと、専門性・技術の向上のための研修の充実強化

を図ります。

特に、訪問看護に携わる看護職員の現任教育の充実強化に努めます。

⑤ 訪問看護の充実

県民が住み慣れた地域の中で療養生活を送ることができるよう、徳島県看護協

会内に設置されている「徳島県訪問看護支援センター」を中心とした、訪問看護

事業所間、多職種・多機関連携を推進するとともに、切れ目無く円滑に訪問看護

サービスが提供できる体制整備に努めます。
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◇県内看護職員の就業状況（施設種別） （各年１２月３１日現在）

年 総数 病院 診療所 助産所 訪問看護
ステーション

平成１２年 １０，８２７

令和２年 １３，３９９ ８，１３９ ２，００２ ２２ ４９５

令和４年 １３，４８８ ８，１３３ １，９４６ ２１ ５２２

介護保険 社会福祉 県・保健所 看護師等学校 その他
施設等 施設 市町村(※) 養成所 （※）

平成１２年

令和２年 １，７１６ ３３９ ３０５ １７４ ２０７

令和４年 １，７６４ ２６４ ４９６ １６６ １７６

業務従事届による

※Ｈ２８調査より項目変更

（９）介護離職の防止・介護者への支援

【 現状・課題及び今後の取組 】

① 介護離職の防止

高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加

しており、今後もその傾向は続くことが見込まれます。

介護者は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であることが多

く、企業においても管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少

なくありません。

そうした中、介護は、突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策

も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。

介護と仕事の両立が可能な働き方を支援するために、場所や時間を有効に活用

できる柔軟な働き方であるテレワークの普及促進を図り、ライフステージに応じ

た柔軟な働き方を確立します。

また、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある者を介護す

るための通算９３日まで、３回を上限とした「介護休業制度」や、通院の付き添

いや買い物などのための「介護休暇制度」、介護者の勤務時間の短縮（短時間勤
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務制度やフレックスタイム制度等）、所定外労働の制限（残業の免除）など事業

主が講じなければならない措置について周知に努めます。

さらには、「労働相談」や「あっせん制度」の紹介などを通じて、介護に伴い

発生する労使間の紛争の未然防止や解決を図ります。

② 介護者（ケアラー）への支援

高齢化が進み、介護を必要とする人の数が増え続ける中、介護者のサポートも

求められています。

家族の介護に追われ、介護者が自分のことになかなか気を配ることができず、

知らず知らずのうちに心や体が弱ってしまう場合も多く、介護の大変な状況や心

身の不調に介護者自身や周りの支援者ができるだけ早く気づくことが重要となり

ます。

また、介護者が心を癒やしたり気分転換したりするためには、介護から離れて

介護者でいなくていい時間を作ること（レスパイト・ケア）も必要であり、介護

者に対する相談体制を充実させるほか、地域の多様な主体によるサービスを効果

的に活用することが重要となってきます。

このため、介護保険制度や相談体制の周知・広報に努めるとともに、介護支援

専門員や行政、サービス提供者だけでなく地域の組織や団体・ＮＰＯと協働して

地域社会全体で介護者を支える仕組みづくりを推進します。

③ 介護現場におけるハラスメント防止

介護職員が利用者や家族等からセクシャルハラスメントやパワーハラスメント

を受ける、介護現場におけるハラスメント問題は、「支え手」である介護職員と、

「支えられる側」となる利用者との信頼関係を損なう可能性があり、人権にも関

わる重大な問題です。

県においては、地域包括ケアシステムの構築に向けた県全体のケアの質の向上

や、市町村をまたがる広域的課題の解決を図るため設置した「地域包括ケア推進

会議」に設けた「人材確保部会」において、本県の介護現場におけるハラスメン

トの現状について意見交換を行うとともに、運営指導や集団指導において、事業

者に対し、厚生労働省が作成した「ハラスメント対策マニュアル」の内容を周知

するなど、ハラスメント対策を講じるよう指導してきました。

介護現場の職員が適切なケア技術を発揮し、利用者や家族等から尊重され、安

心して働ける職場環境を構築するため、引き続き、事業者に対し、あらゆる機会

を捉えてハラスメント対策を講じるよう指導していきます。
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３ 介護給付適正化の推進（第６期介護給付適正化計画）

（１）介護給付適正化の推進

【 現状・課題 】

介護保険制度発足以来、サービス提供体制の充実とともに、サービス利用は順調

に推移しておりますが、一方で、介護保険にかかる費用が増大し、保険料も大幅に

上昇しています。

また、サービス事業者による「不正事件」の発生も後を絶たないなど、「介護給

付の適正化」が重要な課題となっています。

「介護給付の適正化」とは、①介護給付を必要とする受給者を適切に認定した

上で、②受給者が真に必要とするサービスを、③事業者がルールに従って適切に

提供するよう促すことであり、「介護給付の適正化」を図ることは、利用者に対

する適切な介護サービスを確保し、その結果としての効率化を通じて、介護保険

制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。
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このため、｢第５期徳島県介護給付適正化計画（２０２１～２０２３）｣では、

第４期適正化計画に引き続き、

① 保険者が介護給付を必要とする受給者を適切に認定（要介護認定の適正化）

② 受給者が必要とする適切なサービスを提供（ケアマネジメントの適正化）

③ 事業者がルールに従って適切にサービスを提供（事業者の提供体制及び介護

報酬請求の適正化）

④ 受給者自身が介護保険制度の本来の理念に沿ったサービスの利用が図られる

よう適正化事業等の趣旨を広報周知（適正化事業等の広報周知）

の４つを介護給付適正化に向けた重要な視点とし、「全居宅介護支援事業者にケア

プラン点検を実施した保険者数」と「多職種との連携による住宅改修の点検を実施

した保険者数」の２つを実施目標として取り組んできました。

新型コロナウイルス感染拡大による影響により、実施目標の達成には至らなかっ

たものの、オンライン研修など可能な限り運営上の工夫を行いながら、取り組みを

推進しました。

また、徳島県介護支援専門員協会との連携により、ケアマネジャーを派遣し、保

険者のケアプラン点検を支援する「徳島県ケアプラン点検支援員派遣事業」や、徳

島県建築士会との連携により、建築士等を派遣し、保険者の住宅改修調査を支援す

る「徳島県住宅改修点検支援員派遣事業」を実施し、県内の関係団体と県がそれぞ

れの専門的な観点から保険者を支援する効果的な支援体制が構築されました。

【 今後の取組 】

令和６年度から令和８年度にかけての適正化計画（以下、第６期適正化計画）に

おいては、介護給付適正化に向けた４つの重要な視点を継続しつつ、実施目標につ

いては、国の「介護給付適正化の計画策定に関する指針」に則り、保険者の事務負

担の軽減を図りつつ、効果的・効率的に事業を実施するため、次のとおり設定しま

す。
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○ 保険者が実施する介護給付適正化事業のための県の支援並びに協力

① 保険者に対する情報提供

保険者に対し、効果的な介護給付適正化取組事例や具体的実施方法・手順な

どの情報を提供するとともに、保険者からの情報について、圏域又は保険者の

規模別に情報を整理・分析を行い、情報提供及び技術的助言等の支援を行いま

す。

また、実施体制や予算の制約が厳しい小規模保険者などに対し、地域支援事

業交付金の積極的な活用が図られるよう、他保険者の活用事例の紹介等を行い

ます。

② 要介護認定の適正化に係る研修会

要介護認定の適正な実施のため、認定調査員、介護認定審査会委員及び主治

医等に対して研修会を実施します。また、実施に当たり、①の分析データを用

いて更なる研修の充実を図ります。

③ ケアマネジメントの適正化に係る支援

（１）介護支援専門員に係る支援

介護保険制度の要である介護支援専門員の養成及び資質向上のため、介

護支援専門員実務研修や現任者を対象とした研修等を体系的に実現すると

ともに、主任介護支援専門員を対象としたスキルアップ研修を実施します。

（２）保険者・介護支援専門員双方に係る支援

保険者がケアマネジメントの本質を適切に理解し、利用者にとって必要

なサービスが過不足なく適切に提供されるよう、専門的な知識を有するア

ドバイザーを派遣し、ケアプラン点検の適正化の推進を図ります。

④ 国民健康保険団体連合会との連携強化

効果的な事業の推進を図るため、国民健康保険団体連合会との積極的な連

携を図り、国民健康保険団体連合会への委託の調整、適正化事業への理解や

適正化システムの活用方法を目的とした研修会、関連情報の共有等をより進

めるとともに、小規模市町村等に対する支援方策について検討を行います。

⑤ 目標未達成の市町村に対する支援

介護給付適正化事業の実施予定及び実施状況の調査を行い、保険者が設定し

た目標の進捗状況を勘案しながら、目標値未達成市町村等に対し、具体的な実
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施方法について助言するとともに、アドバイザーを派遣し、必要な知識とノウ

ハウを提供するなど、市町村の自主的な取組を支援します。

○ 保険者が実施する介護給付適正化事業のための国民健康保険団体連合会の支援

並びに協力

① 国民健康保険団体連合会介護保険担当者会議

保険者の適正化システム担当者に対し、適正化システムの内容解説や各種シ

ステム改修情報、さらには県内における介護保険の動向などについて、情報共

有を図るため、引き続き開催します。

② 保険者の適正化事業の支援

保険者の適正化事業の支援・委託は、費用対効果を高めるとともに、保険者

の事務負担の軽減につながることから、事業支援・委託の内容や範囲等を拡大

するための支援体制の充実を図り、保険者の更なる適正化事業の推進を支援し

ます。

（２）介護サービス事業者等への指導監督

【 現状・課題 】

令和５年９月１日現在、県では「介護サービス事業所」として４，４２２事業所

の指定を、市町村では「地域密着型サービス事業所」として３４６事業所の指定を

行っており、社会福祉法人、医療法人のほか、営利法人など様々な団体が事業実施

主体として参入しています。

介護保険制度の健全で適正な運営を確保するためには、介護サービス事業者等に

対して、県及び市町村が着実な指導・監査を実施することが必要不可欠です。

県では、介護サービス事業者の指定（介護老人保健施設及び介護医療院の場合は

許可）を行った事業者に対し、事業の運営状況を確認するとともに、積極的な指導

・助言を行うことにより「介護サービスの質の確保」と「保険給付の適正化」を図

っています。

介護サービス事業者が介護保険制度の理解を深め適正な運営を行えるよう、定期

的に実施している「集団指導」について、サービス種別ごとの開催や複数回の開催

など、指導内容の充実を図っています。

【 今後の取組 】

事業所に出向く「運営指導」においては、運営状況、利用者等の処遇、介護報酬

等の請求状況等について指導を行うほか、通所介護事業所における宿泊サービスの
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ような介護保険外のサービスについても併せて確認を行い、必要に応じ指導・助言

を行うなど、事業者の育成・支援を行います。

なお、施設系サービスについては「指定前の現地確認」を実施するとともに、居

宅系サービスについては「指定後の現地検査」を実施します。

さらに、新規参入事業者に対しては、事業開始時の早い時期にフォローアップ的

な指導を実施するなど、新規参入した介護サービス事業者が円滑に適正な事業運営

が出来るよう、きめ細かく指導・助言を行います。

一方、通報や苦情等の情報により、指定基準違反等、不適切な介護サービスが行

われていることが疑われる事業者等に対しては、必要に応じて「監査（実地検査）」

を実施し、事実関係を的確に把握した上で、介護報酬の不正請求やサービス提供が

適切に行われていない事実を確認した場合には、「指定取消し」など厳正な処分を

行います。

なお、本県では令和４年度までに２１法人５０事業所について、不正行為を理由

として、指定の取消しを行いました。

また、介護サービス事業者には適切なサービス提供だけでなく、法令等の自主的

な遵守が求められています。

このため事業者には、法令遵守責任者の選任等、業務管理体制の整備・届出が義

務付けられており、県では届出に対する必要な指導を行うとともに、業務管理体制

の整備状況を確認するため、「一般検査（書面検査）」を計画的に実施します。

なお、指定等取り消し相当の不正事案が発覚した場合には、事業所本部等に立ち

入る「特別検査」を実施し、その事案についての組織的な関与の有無を検証します。

（３）苦情処理等の体制整備

【 現状・課題 】

介護サービスの苦情の処理については、居宅介護支援事業者や介護サービス事業

者、市町村、国民健康保険団体連合会、県等が役割を分担し、相互に連携しながら

対応を行っています。

介護サービスを提供する事業者には、指定基準に明記されているように、利用者

からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置するとともに、「市町

村」や「国民健康保険団体連合会」が行う調査への協力や、指導・助言を受けた場

合の必要な改善実施が義務づけられています。

居宅介護支援事業者は、苦情があれば利用者や事業者等から事情を聞き、問題点

の把握、対応策の検討等、迅速かつ適切な対応を実施するとともに、国民健康保険

団体連合会の窓口紹介や苦情申立書の作成援助等、利用者への必要な援助が義務づ

けられています。
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【 今後の取組 】

市町村は、住民に最も身近な行政機関であるとともに、地域密着型サービス事業

所の指定・指導権限があり、苦情に関して事業者や施設に対する調査・指導・助言

を実施できることから、苦情処理の第一次的な窓口として迅速かつ適切な対応が求

められています。

また、地域包括支援センターに業務として位置付けられている「総合相談支援事

業」や「権利擁護事業」により、相談援助等を推進します。

介護保険制度上、事業者に対する調査・指導・助言を行う苦情処理機関として、

「国民健康保険団体連合会」が位置付けられており、苦情処理委員会を設置し、苦

情申し立てに基づき、事業者等に対する調査、指導及び助言を行います。

県は、事業者に対する指定、報告徴収等の指導権限があることから、指定基準違

反等の場合は、指定取消処分を含めた事業者指導・監督を実施します。

保険者が実施している介護給付費通知を受け取った受給者等からの苦情、事業者

職員等からの通報情報及び国民健康保険団体連合会が対応している苦情処理の内容

を吟味することは、不正請求・不適切なサービス提供の発見につながる有効な一手

法となるため的確な把握・分析を行い、引き続き県及び保険者との情報共有を図り

ます。

なお、保険者が行った保険料や要介護認定等の行政処分に関する不服申し立てに

ついては、県に設置した「介護保険審査会」において審理裁決を行います。

また、介護保険制度における苦情処理以外の「徳島県社会福祉協議会」における

「運営適正化委員会」や「消費者情報センター」等の相談・苦情処理機関等とも十

分連携・協力しながら、相談、援助体制の強化を図ります。

（４）介護サービス情報の公表

【 現状・課題 】

「介護サービス情報の公表」は介護保険法に基づき平成１８年４月からスタート

した制度で、介護サービス事業者が介護サービスの質や、介護従事者に関する情報

等を公表することにより、利用者が公表された情報をインターネットで入手し、介

護サービス事業所を比較・検討して適切に選択できることを目的としています。

平成２７年度には、地域包括ケア推進のため、高齢者の総合相談から介護サービ

ス等の利用の起点となる地域包括支援センターや高齢者の在宅生活の継続に必要と

なる生活支援サービスに関する情報についても公表の対象とする等、システムが見

直されました。

現在、国においては、利用者の選択に資する情報提供という観点から財務状況を



- 159 -

公表の対象に追加することを検討しており、さらには、従事者に関する情報として、

職種別の人数や経験年数等や事業所ごとの一人当たりの賃金等についても公表の対

象にすることを検討しています。事業者には、国民の保険料や税金が効率的に使用

され、処遇改善加算が一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き

渡っているなど、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が求められています。

【 今後の取組 】

県は、引き続き、国と連携しながら、「介護サービス情報の公表制度」の普及啓

発に努めるとともに、各事業所におけるサービス改善や透明性確保に向けた自主努

力の取り組みを支援していきます。

【厚生労働省介護サービス情報公表システム(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/36/index.php)】



- 160 -

【介護サービス情報の公表の概要図】
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